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法科大学院評価基準要綱新旧対照表（平成 28 年度以降実施分） 

（下線の部分は改定部分） 

新 旧 改定理由 

Ⅰ 総則 （同左）  

１ 評価の目的 （同左）  

１－１ 

 独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機

構」という。）が、法科大学院を置く大学からの

求めに応じて、法科大学院に対して実施する評価

（以下「評価」という。）においては、我が国の

法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図

るとともに、その個性的で多様な発展に資するこ

とを目的として、機構が定める法科大学院評価基

準（以下「評価基準」という。）に基づき、次の

ことを実施する。 

 

（１）法科大学院の教育活動等の質を保証するた

め、法科大学院を定期的に評価し、教育活動

等の状況が評価基準に適合しているか否か

の認定をすること。 

 

（２）当該法科大学院の教育活動等の改善に役立

てるため、法科大学院の教育活動等について

多面的な評価を実施し、評価結果を当該法科

大学院にフィードバックすること。 

 

１－１ 

（同左） 
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新 旧 改定理由 

（３）法科大学院の活動について、広く国民の理

解と支持が得られるよう支援及び促進して

いくため、法科大学院の教育活動等の状況を

多面的に明らかにし、それを社会に示すこ

と。 

２ 評価基準の性質及び機能 （同左）  

２－１ 

 評価基準は、学校教育法第１０９条第４項に規

定する大学評価基準として策定されたものであ

る。 

２－１ 

（同左） 

 

２－２ 

 評価基準は、「法科大学院の教育と司法試験等

との連携等に関する法律」第２条に規定する「法

曹養成の基本理念」及び専門職大学院設置基準に

規定される法科大学院の設置基準等を踏まえて、

同法第５条に基づき、機構が、法科大学院の教育

活動等に関し、評価基準に適合している旨の認定

（以下「適格認定」という。）をする際に法科大

学院として満たすことが必要と考える要件及び

当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の

状況を多面的に分析するための内容を定めたも

のである。 

２－２ 

（同左） 

 

２－３ 

 基準は、その内容により、次の２つに分類され

る。 

 

２－３ 

（同左） 
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新 旧 改定理由 

（１）各法科大学院において、定められた内容が

満たされていることが求められるもの。 

 

   例 「・・・であること。」「・・・され

ていること。」 等 

 

（２）各法科大学院において、少なくとも、定め

られた内容に関わる措置を講じていること

が求められるもの。 

 

   例 「・・・に努めていること。」 等 

２－４ 

 ２－３（１）の基準のうち、法科大学院教育の

質を保証する観点から特に重視される基準を重

点基準とする。 

２－４ 

（同左） 

 

２－５ 

 解釈指針は、各基準に係る説明及び例示を規定

したものである。 

 ただし、「・・・が望ましい。」と規定された

ものについては、各法科大学院において、当該解

釈指針に定められた内容が実施されている場合、

優れた特徴として取り扱うものとする。 

２－５ 

（同左） 

 

３ 適格認定 （同左）  

３－１ 

 機構は、各基準の判断結果を総合的に考慮し、

法科大学院の教育活動等の状況が評価基準に適

３－１ 

（同左） 
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新 旧 改定理由 

合していると認める場合、法科大学院に適格認定

を与える（以下、機構から適格認定を受けた法科

大学院を「機構認定法科大学院」という。）。 

 法科大学院の教育活動等の状況が評価基準に

適合しているか否かの判断は、各基準のうち、特

に重点基準の判断結果を踏まえて行うものとす

る。 

３－２ 

 機構認定法科大学院は、評価基準で定める要件

を継続的に充足するだけでなく、法曹養成の基本

理念や当該法科大学院の目的に照らして、教育活

動等の水準を高めることに努めなければならな

い。 

３－２ 

（同左） 

 

Ⅱ 基準及び解釈指針 （同左）  

第１章 教育の理念及び目標 （同左）  

１－１ 教育の理念及び目標 （同左）  

１－１－１ 

 教育の理念及び目標が適切に設定され、かつ、

明確に示されていること。 

１－１－１ 

（同左） 

 

解釈指針１－１－１－１ 

 教育の理念及び目標が「適切に設定」されてい

ることとは、各法科大学院の教育の理念及び目標

が、多様かつ広範な国民の要請にこたえることの

できる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国

際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた

解釈指針１－１－１－１ 

（同左） 
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新 旧 改定理由 

法曹を養成するという法科大学院制度の目的に

適合していることをいう。 

解釈指針１－１－１－２ 

 教育の理念及び目標が「明確に示されている」

こととは、各法科大学院の教育の理念及び目標

が、当該法科大学院の教職員及び学生に周知され

るとともに、広く社会に公表されていることをい

う。 

解釈指針１－１－１－２ 

（同左） 

 

１－１－２：重点基準 

 教育の理念及び目標が、当該法科大学院の教育

を通じて、達成されていること。 

１－１－２ 

（同左） 

 重点基準とした。 

解釈指針１－１－２－１ 

各法科大学院の教育の理念及び目標の達成状

況は、司法試験の合格状況及び法曹としての活動

状況その他修了者の進路及び活動状況（企業及び

官公庁その他専門的な法律知識等を必要とする

職域への進路及び活動状況を含む。以下同じ。）

に基づき、学生の学業成績及び在籍状況（原級留

置者及び退学者等の状況を含む。以下同じ。）そ

の他必要な事項を勘案して判断するものとする。

解釈指針１－１－２－１ 

 各法科大学院の教育の理念及び目標の達成状

況は、学生の学業成績及び在籍状況（原級留置者

及び退学者等の状況を含む。以下同じ。）、並び

に修了者の進路及び活動状況（司法試験の合格状

況及び法曹としての活動状況、並びに企業及び官

公庁その他専門的な法律知識等を必要とする職

域への進路及び活動状況をいう。以下同じ。）、

その他必要な事項を総合勘案して判断するもの

とする。 

 各法科大学院の教育の理念及び目標の達成状

況は、修了者の進路及び活動状況に基づき、その

他必要な事項を勘案して判断することを明確に

するため、修正した。 

解釈指針１－１－２－２ 

 次の各号に定める司法試験の合格状況に関す

る指標のいずれかに該当する場合には、原則とし

て、教育の理念及び目標が、当該法科大学院の教

育を通じて、達成されているとはいえない。ただ

（新設） 

 

 司法試験合格率に関する指標について、新たに

解釈指針を設けた。 
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新 旧 改定理由 

し、基準に適合しているか否かの最終的な判断

は、法学未修者教育や夜間開講の実施状況、司法

試験の合格率の改善状況等の個別の事情を勘案

して行う。 

（１）５年の評価期間中に実施される各年度の司

法試験について、当該法科大学院の修了を受験

資格として司法試験を受験した者に対する司

法試験に合格した者の割合が全国平均の割合

の２分の１に満たない年度が、評価を実施する

年度を含めて３回以上あること。 

（２）５年の評価期間中に実施される司法試験に

ついて、評価を実施する年度の前年度の末まで

の５年間に当該法科大学院を修了した者に対

する、当該法科大学院の修了を受験資格として

司法試験を受験し合格した者の割合が、全国平

均の割合の２分の１に満たないこと。 

解釈指針１－１－２－３ 

５年の評価期間中に当該法科大学院を修了し

て５年が経過する者に対する司法試験に合格し

た者の割合が７割以上となることが望ましい。 

（新設） 

 

 法科大学院は、法曹養成機関であることに鑑

み、司法試験の合格者数を増加させることが望ま

れるため、新たに解釈指針を設けた。 

第２章 教育内容 （同左）  

２－１ 教育内容 （同左）  

２－１－１：重点基準 

 教育課程が、理論的教育と実務的教育の架橋に

留意しつつ、法曹としての実務に必要な専門的な

法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させる

２－１－１：重点基準 

（同左） 
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新 旧 改定理由 

とともに、豊かな人間性並びに法曹としての責任

感及び倫理観を涵養するよう適切に編成されて

いること。 

解釈指針２－１－１－１ 

 法科大学院の教育課程は、司法試験及び司法修

習と有機的に連携された「プロセス」としての法

曹養成のための中核的教育機関として、法曹養成

に特化した専門職大学院にふさわしい水準・内

容・方法で理論的教育と実務的教育の架橋が段階

的かつ完結的に行われるよう編成されているこ

とが必要である。 

解釈指針２－１－１－１ 

（同左） 

 

 

解釈指針２－１－１－２ 

 飛び入学者を法学既修者として認定する場合

には、法科大学院教育の段階性及び完結性を維持

するため、カリキュラムの適切な編成及び学修指

導に十分な配慮がされる必要がある。 

（新設） 

 

 飛び入学者を法学既修者認定する際に配慮す

る必要がある点が明確となるよう新たに解釈指

針を設けた。 

解釈指針２－１－１－３ 

 他の法科大学院からの転入学を認める場合に

は、法科大学院教育の段階性及び完結性を維持す

るため、カリキュラムの適切な編成及び学修指導

に十分な配慮がされる必要がある。 

（新設） 

 

 転入学を認める場合に配慮する必要がある点

が明確となるよう新たに解釈指針を設けた。 

解釈指針２－１－１－４ 

学生が段階的に履修をできるように、カリキュ

ラムが適切に編成されているほか、法学未修者に

対して基本的な考え方を理解させる授業計画や

社会人である学生に対する長期履修制度や夜間

コースの導入など、多様なバックグラウンドを備

解釈指針２－１－１－２ 

 学生による段階的履修に資するよう、カリキュ

ラムが適切に編成されているほか、多様なバック

グラウンドを備えた学生のニーズに応じた学修

指導が行われていることが必要である。 

 

 「多様なバックグラウンドを備えた学生のニー

ズに応じた学修指導」の具体例を示した。 
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新 旧 改定理由 

えた学生のニーズに応じた学修指導が行われて

いることが必要である。 

２－１－２ 

 各授業科目について適切な到達目標が設定さ

れていること。 

（新設） 

 

 各法科大学院において到達目標を設定する必

要があることを明確にするため、基準を新たに設

けた。 

解釈指針２－１－２－１ 

「適切な到達目標」とは、「共通的な到達目標

モデル」が存在する科目においては、それと同程

度以上の内容及び水準であることをいい、それが

存在しない科目においては、授業を通じてどのよ

うな成果を達成するかを概括的に示した目標を

いう。 

（新設） 

 

 「適切な到達目標」に当たる例を示した。 

（旧基準２－１－２と２－１－３を統合） 

２－１－３：重点基準 

 次の各号に掲げる授業科目が適切な科目区分

の下に開設されていること。 

 

（１）法律基本科目 

  （憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、

刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をい

う。） 

 

（２）法律実務基礎科目 

  （法曹としての技能及び責任その他の法律実

務に関する基礎的な分野の科目をいう。）

 

（３）基礎法学・隣接科目 

 

２－１－２：重点基準 

 次の各号に掲げる授業科目が開設されている

こと。 

 

（１）法律基本科目 

  （憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、

刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をい

う。） 

 

（２）法律実務基礎科目 

  （法曹としての技能及び責任その他の法律実

務に関する基礎的な分野の科目をいう。）

 

（３）基礎法学・隣接科目 

 旧基準２－１－２と２－１－３を統合し、新た

に基準２－１－３とした。 
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新 旧 改定理由 

  （基礎法学に関する分野又は法学と関連を有

する分野の科目をいう。） 

 

（４）展開・先端科目 

  （応用的・先端的な法領域に関する科目、そ

の他の実定法に関する多様な分野の科目

であって、法律基本科目以外のものをい

う。） 

  （基礎法学に関する分野又は法学と関連を有

する分野の科目をいう。） 

 

（４）展開・先端科目 

  （応用的・先端的な法領域に関する科目、そ

の他の実定法に関する多様な分野の科目

であって、法律基本科目以外のものをい

う。） 

解釈指針２－１－３－１ 

 本基準は、導入的な授業科目や論文指導など４

つの科目区分に該当しない授業科目が開設され

ることを妨げるものではない。 

（新設） 

 

 新基準２－１－３（１）から（４）に該当しな

い授業科目の開設を妨げるものではないことを

明らかにするため解釈指針を新たに設けた。 

解釈指針２－１－３－２ 

（略） 

解釈指針２－１－２－１ 

（略） 

 解釈指針番号を修正した。 

解釈指針２－１－３－３ 

（略） 

解釈指針２－１－２－２ 

（略） 

 解釈指針番号を修正した。 

解釈指針２－１－３－４ 

 基礎法学・隣接科目は、社会に生起する様々な

問題に関心をもたせ、人間や社会の在り方に関す

る思索を深めることによって、法に対する理解の

視野を拡げることに寄与する教育内容を備えた

授業科目である。 

解釈指針２－１－２－３ 

 基礎法学・隣接科目は、社会に生起する様々な

問題に関心をもたせ、人間や社会の在り方に関す

る思索を深めることによって、法に対する理解の

視野を拡げることに寄与する専門的な教育内容

を備えた授業科目である。 

 自明のこととして「専門的な」の文言を削除し

た。 

解釈指針２－１－３－５ 

 展開・先端科目は、社会の多様な法的ニーズに

応え、応用的・先端的な法領域について基礎的又

は発展的な理解を得させるために、必要に応じて

実務との融合にも配慮しながら幅広くかつ高度

の専門的教育を行う授業科目である。 

解釈指針２－１－２－４ 

 展開・先端科目は、社会の多様な法的ニーズに

応え、応用的・先端的な法領域について基礎的な

理解を得させるために、実務との融合にも配慮し

ながら幅広くかつ高度の専門的教育を行う授業

科目である。 

 「基礎的な理解」だけではなく、「発展的な理

解」を得させることも考えられるため、文言を加

えたほか、「実務との融合」は必要に応じて配慮

すれば足りることから修正した。 
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（旧基準２－１－２と２－１－３を統合） 

 

２－１－３：重点基準 

 各授業科目が適切な科目区分にしたがって開

設されていること。 

 旧基準２－１－２と基準２－１－３を統合し、

新たに基準２－１－３とした。 

解釈指針２－１－３－６ 

 基準２－１－３（１）から（４）に該当する科

目が他の科目区分の授業科目として開設されて

いるときは、適切な科目区分にしたがって開設さ

れているとはいえない。 

解釈指針２－１－３－１ 

 例えば、法律基本科目に当たる授業科目が、展

開・先端科目など他の科目区分の授業科目として

開設されているときは、適切な科目区分にしたが

って開設されているとはいえない。 

 適切ではない科目区分の例を解釈指針として

示した。 

解釈指針２－１－３－７ 

 法律基本科目と展開・先端科目の区分に当たっ

ては、授業科目が憲法、行政法、民法、商法、民

事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の基本分野に関する

ものであるかどうかにしたがって判断する。教育

の内容が上記基本分野に当たる場合には、それが

発展的・応用的なものであっても、原則として法

律基本科目に区分される。 

（新設）  ７法の基本分野に関するものであれば、法律基

本科目に当たることが明確になるよう、解釈指針

を新たに設けた。 

解釈指針２－１－３－８ 

 法律基本科目と法律実務基礎科目の区分に当

たっては、授業科目の到達目標が法律基本科目の

各分野の理解を主眼とするものとなっているか、

法律実務に関する基礎的な内容の理解を主眼と

するものとなっているか等を踏まえて総合的に

判断する。 

 教育の内容が基本分野に当たる場合には、それ

が発展的・応用的なものであっても、原則として

法律基本科目に分類される。 

（新設）  法律基本科目と法律実務基礎科目の区分の相

違が明確となるよう解釈指針を新たに設けた。 

解釈指針２－１－３－９ 

 一の授業科目の中で、法律基本科目に該当する

（新設）  一の授業科目の中で内容が混在している場合

の取扱いが明確になるよう新たに解釈指針を設
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部分と展開・先端科目又は法律実務基礎科目に該

当する部分とが混在している場合には、その授業

科目の基本的な到達目標やそれぞれの割合など

を考慮して総合的に判断する。 

けた。 

２－１－４：重点基準 

 基準２－１－３の各号のすべてにわたって、教

育上の目的及び各法科大学院の教育の理念及び

目標に応じて適当と認められる単位数以上の授

業科目が開設され、必修科目、選択必修科目及び

選択科目等の分類が適切に行われ、学生が段階的

に履修することができるよう各年次にわたって

適切に配当されていること。 

２－１－４：重点基準 

 基準２－１－２の各号のすべてにわたって教

育上の目的に応じて適当と認められる単位数以

上の授業科目が開設されていること。また、各法

科大学院の教育の理念及び目標に照らして、必修

科目、選択必修科目及び選択科目等の分類が適切

に行われ、学生による段階的履修に資するよう各

年次にわたって適切に配当されていること。 

 基準の趣旨が明確になるよう、文章を修正し

た。 

解釈指針２－１－４－１ 

 法律基本科目の基本分野に関する授業科目を

選択科目とするなど、法学未修者が履修すること

なく修了することができるカリキュラムは適切

とはいえない。 

（新設）  法律基本科目の基本分野に関する授業科目を

履修することなく修了することは適切ではない

ため、新たに解釈指針を設けた。 

２－１－５：重点基準 

基準２－１－３（１）に定める法律基本科目に

ついては、次の各号に掲げる単位数の授業科目を

必修科目として開設することを標準とし、標準単

位数を超えて必修科目又は選択必修科目を開設

する場合には、８単位増をもって必修総単位数の

上限とする。ただし、法学未修者については、１

年次及び２年次に配当される法律基本科目の中

から、別に１０単位を限度として必修又は選択必

修とすることができる。 

（以下、略） 

２－１－５：重点基準 

基準２－１－２（１）に定める法律基本科目に

ついては、次の各号に掲げる単位数の授業科目を

必修科目として開設することを標準とし、標準単

位数を超えて必修科目又は選択必修科目を開設

する場合には、８単位増をもって必修総単位数の

上限とする。ただし、法学未修者については、１

年次及び２年次に配当される法律基本科目の中

から、別に１０単位を限度として必修又は選択必

修とすることができる。 

（以下、略） 

 関係する基準を修正した。 
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解釈指針２－１－５－１ 

 ４年を超える標準修業年限を定める場合には、

基準２－１－５において「法学未修者について

は、１年次及び２年次」とあるのは、「法学未修

者については、１年次から３年次まで」と読み替

えるものとする。 

解釈指針２－１－５－１ 

（同左） 

 

解釈指針２－１－５－２ 

 法律基本科目において、（１）から（３）まで

の系に明確に区分できない授業科目については、

主たる内容が属する法分野にしたがい、各系に区

分整理するものとする。ただし、いずれか１つの

系に区分整理することが困難な場合には、法律基

本科目の中で上記３つの系とは別に整理するも

のとする。 

（新設） 

 

 各系に区分できない授業科目の取扱いを明確

にするため解釈指針を新たに設けた。 

２－１－６：重点基準 

（１）基準２－１－３（２）に定める法律実務基

礎科目については、次に掲げる授業科目が必修

科目として開設されていること。 

（以下、略） 

（２）（１）に掲げる必修科目６単位のほか、次

に例示する内容の授業科目その他の法曹とし

ての技能及び責任等を修得させるために適切

な内容を有する授業科目（（１）に掲げる内容

の授業科目を除く。）のうち、４単位相当が必

修又は選択必修とされていること。 

（以下、略） 

（３）略 

（４） 

２－１－６：重点基準 

（１）基準２－１－２（２）に定める法律実務基

礎科目については、次に掲げる授業科目が必修

科目として開設されていること。 

（以下、略） 

（２）（１）に掲げる必修科目６単位のほか、次

に例示する内容の授業科目その他の法曹と

しての技能及び責任等を修得させるために

適切な内容を有する授業科目のうち、４単位

相当が必修又は選択必修とされていること。

 

（以下、略） 

（３）略 

（４） 

① 関係する基準を修正するとともに、新基準２

－１－６（２）で必要とされる授業科目には、

（１）に掲げる内容の授業科目を除外する趣旨

が明確になるよう修正した。 

 

② 法文書作成の定義が明確となるよう修正し

た。 
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イ 法文書作成 

（契約書・遺言書、法律意見書・調査報告書又は

起訴状・訴状・準備書面及びこれらの書面を作成

する基礎資料となる文書等実務的な文書の作成

の基本的技能を、添削指導等により修得させる教

育内容） 

イ 法文書作成 

（法的文書（契約書・遺言書、法律意見書・調査

報告書又は起訴状・訴状・準備書面等）の作成

の基本的技能を、添削指導等により修得させる

教育内容） 

解釈指針２－１－６－１ 

 法律実務基礎科目の授業内容を定め、またそれ

を実施するについて、授業内容決定のために協議

をし、あるいは共同授業の実施をするなど、実務

家教員と研究者教員が協力していることが必要

である。 

解釈指針２－１－６－１ 

法律実務基礎科目の授業内容を定め、またそれ

を実施するについて、実務家教員と研究者教員が

協力していることが必要である。 

 

 「協力」の具体例を示した。 

解釈指針２－１－６－２ 

 基準２－１－６（１）アについては、法曹三者

（弁護士、裁判官、検察官）の法曹倫理すべてを

考慮した内容が含まれている必要がある。 

（新設） 

 

 法曹倫理に関する授業科目は、法曹三者の法曹

倫理すべてを考慮した内容である必要があるこ

とを明確にするため新たに解釈指針を設けた。 

解釈指針２－１－６－３ 

 基準２－１－６（４）ア及びイに掲げる教育内

容については、すべての学生に対して指導がされ

ている必要がある。 

（新設） 

 

 法情報調査及び法文書作成に関する指導はす

べての学生に対して指導されている必要がある

ことが明確になるよう新たに解釈指針を設けた。 

２－１－７ 

 基準２－１－３（３）に定める基礎法学・隣接

科目については、学生がそれぞれの関心に応じて

効果的な履修を行うために十分な数の授業科目

が開設されていること。 

２－１－７：重点基準 

基準２－１－２（３）に定める基礎法学・隣接

科目については、学生がそれぞれの関心に応じて

効果的な履修を行うために十分な数の授業科目

が開設され、そのうち、４単位以上が必修又は選

択必修とされていること。 

 重点基準としないこととした。また、修得する

必要がある単位数については、新基準４－２－１

（２）で対応できるため、削除した。 
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２－１－８ 

 基準２－１－３（４）に定める展開・先端科目

については、各法科大学院の養成しようとする法

曹像に適った内容を有する十分な数の授業科目

が開設されていること。 

２－１－８：重点基準 

基準２－１－２（４）に定める展開・先端科目

については、各法科大学院の養成しようとする法

曹像に適った内容を有する十分な数の授業科目

が開設され、そのうち、１２単位以上が必修又は

選択必修とされていること。 

 重点基準としないこととした。また、修得する

必要がある単位数については、新基準４－２－１

（２）で対応できるため、削除した。 

解釈指針２－１－８－１ 

 展開・先端科目は、多様な内容の授業科目が開

設されており、学生が多様な分野の科目の履修を

することができるようにされている必要がある。

（新設） 

 

 特定の分野の履修にとどまらないための履修

上の工夫が必要であることを明確にするため、解

釈指針を新たに設けた。 

２－１－９：重点基準 

各授業科目における授業時間等が、単位数との

関係において、大学設置基準第２１条から第２３

条までの規定に照らして適切に設定されている

こと。 

２－１－９：重点基準 

（同左） 

 

第３章 教育方法 （同左）  

３－１ 授業を行う学生数 （同左）  

３－１－１ 

法科大学院においては、少人数による双方向的

又は多方向的な密度の高い教育が行われなけれ

ばならないことが基本であることに鑑み、一の授

業科目について同時に授業を行う学生数が、この

観点から適切な規模に維持されていること。 

３－１－１ 

法科大学院においては、少人数による双方向的

又は多方向的な密度の高い教育が行われなけれ

ばならないことが基本であることにかんがみ、一

の授業科目について同時に授業を行う学生数が、

この観点から適切な規模に維持されていること。

 字句を修正した。 

解釈指針３－１－１－１ 

法科大学院においては、すべての授業科目につ

いて、当該授業科目の性質及び教育課程上の位置

付けに鑑みて、基準３－１－１に適合する数の学

解釈指針３－１－１－１ 

法科大学院においては、すべての授業科目につ

いて、当該授業科目の性質及び教育課程上の位置

付けにかんがみて、基準３－１－１に適合する数

 字句を修正した。 
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生に対して授業が行われていることが必要であ

る。（なお、適切な授業方法については解釈指針

３－２－１－３を参照。） 

の学生に対して授業が行われていることが必要

である。（なお、適切な授業方法については解釈

指針３－２－１－３を参照。） 

解釈指針３－１－１－２ 

基準３－１－１にいう「学生数」とは、実際に

当該授業科目を履修する者全員の数を指し、次の

各号に掲げる者を含む。 

（１）当該授業科目を再履修している者。 

（２）当該授業科目の履修を認められている他専

攻の学生、他研究科の学生（以下、合わせて「他

専攻等の学生」という。）及び科目等履修生。 

解釈指針３－１－１－２ 

（同左） 

 

解釈指針３－１－１－３ 

基準３－１－１に適合する学生数が維持され

るための措置として、他専攻等の学生又は科目等

履修生による法科大学院の授業科目の履修は、当

該授業科目の性質等に照らして適切な場合に限

られていることが必要である。 

解釈指針３－１－１－３ 

（同左） 

 

３－１－２ 

法律基本科目について同時に授業を行う学生

数は、５０人を標準とすること。 

３－１－２ 

（同左） 

 

解釈指針３－１－２－１ 

法律基本科目について同時に授業を行う学生

数が、７５人を超えている場合は、原則として、

「標準」の範囲内にあるといえない。 

 ７５人を超える場合には、超えるに至った事情

及びそれを将来的に是正する措置が明らかにさ

れているとともに、当該授業科目の授業の方法及

び施設、設備その他の教育上の諸条件に照らし

解釈指針３－１－２－１ 

（同左） 
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て、双方向的又は多方向的な密度の高い教育を行

うことが妨げられないための具体的な措置が講

じられていることが必要である。（解釈指針３－

２－１－３及び解釈指針３－２－１－４を参

照。） 

３－２ 授業の方法 （同左）  

３－２－１ 

法科大学院における授業の実施に当たっては、

次の各号を満たしていること。 

（１）（略） 

（２）当該授業科目において設定されている到達

目標の内容が学生に示され、それを踏まえて、

授業の進行及び自習の指示等がされ、学生が当

該教育を受ければ到達目標を達成できるもの

であること。 

（以下、（２）を（３）に、（３）を（４）にす

る。） 

３－２－１ 

法科大学院における授業の実施に当たっては、

次の各号を満たしていること。 

（１）（略） 

（２）新設 

 

 

 

 

（２）１年間の授業の計画、各授業科目における

授業の内容及び方法、成績評価の基準と方法があ

らかじめ学生に周知されていること。 

（３）授業の効果を十分に上げられるよう、授業

時間外における学習を充実させるための措置が

講じられていること。 

 到達目標を踏まえ、適切な学習指導が行われ、

到達目標が達成できる措置を講じる必要がある

ことが明確になるよう修正した。 

解釈指針３－２－１－１ 

「専門的な法知識」とは、当該授業科目におい

て法曹として一般に必要と考えられる水準及び

範囲の法知識をいう。 

解釈指針３－２－１－１ 

（同左） 

 

解釈指針３－２－１－２ 

「批判的検討能力、創造的思考力、事実に即し

解釈指針３－２－１－２ 

（同左） 
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て具体的な問題を解決していくために必要な法

的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹と

して必要な能力」とは、具体的事例や新たな事例

に的確に対応することのできる能力をいう。 

解釈指針３－２－１－３ 

「授業科目の性質に応じた適切な方法」とは、

各授業科目の目的を効果的に達成するため、少人

数による双方向的又は多方向的な討論（教員と学

生の間、又は学生相互の間において、質疑応答や

討論が行われていることをいう。）、現地調査、

事例研究その他の方法であって、適切な教材等を

用いて行われるものをいう。 

解釈指針３－２－１－３ 

（同左） 

 

解釈指針３－２－１－４ 

 法律基本科目については、とりわけ双方向的又

は多方向的な討論を通じた授業が確実に実施さ

れることが求められる。ただし、法学未修者１年

次の授業科目においては、法学の知識や法的思考

力等の基礎・基本の徹底を図るため、講義形式を

中心とする授業方法による可能性を含めて、法学

を全く学んでいない者、法学の基礎的な学識が備

わっていない者が対象となることに鑑みた授業

方法の工夫が図られていることが必要である。 

解釈指針３－２－１－４ 

法律基本科目については、とりわけ双方向的又

は多方向的な討論を通じた授業が確実に実施さ

れることが求められるとともに、法学未修者１年

次においては、同一の授業科目の中でも、学修の

テーマや学生の習熟度に応じて、双方向的又は多

方向的な討論形式を基本としつつ、必要に応じ

て、講義形式をそれと適切に組み合わせるなど、

授業方法の工夫が図られていることが必要であ

る。 

 法学未修者１年次において、双方向的又は多方

向的な授業方法を基本としつつ、法学の知識や法

的思考力の涵養を図るための授業方法の工夫が

必要であることが明確になるよう修正した。 

解釈指針３－２－１－５ 

法科大学院の授業においては、試験での解答の

作成方法に傾斜した技術的教育や、理解を伴わな

い断片的な知識の機械的な暗記をさせる教育な

ど受験技術優先の指導に偏した教育を実施する

（新設）  法科大学院の授業において、適切ではない例を

あげ、新たに解釈指針を設けた。 
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ことは適切でない。 

解釈指針３－２－１－６ 

法律実務基礎科目については、次の各号に掲げ

る事項が確保されていることが必要である。 

（１）（略） 

（２）エクスターンシップにおいては、法科大学

院の教員が、研修先の実務指導者との間の連絡

を踏まえて研修学生を適切に指導監督し、か

つ、成績評価や単位認定等に責任をもつ体制が

整備されていること。 

解釈指針３－２－１－５ 

法律実務基礎科目については、次の各号に掲げ

る事項が確保されていることが必要である。 

（１）（略） 

（２）エクスターンシップにおいては、法科大学

院の教員が、研修先の実務指導者との間の連絡

を踏まえて研修学生を適切に指導監督し、か

つ、単位認定等の成績評価に責任をもつ体制が

整備されていること。また、エクスターンシッ

プによる単位認定を受ける学生は、研修先から

報酬を受け取っていないこと。 

① 解釈指針番号を繰り下げるとともに、字句を

修正した。 

 

② エクスターンシップを受ける際に報酬を受

け取らないことは、自明のこととして削除し

た。 

解釈指針３－２－１－７ 

 学生が事前事後の学習を効果的に行うための

適切な具体的措置として、例えば次の各号に掲げ

るものが考えられる。 

（１）授業時間割が学生の自習時間を十分に考慮

して作成されていること。 

（２）適切な教科書や補助教材が使用されている

こと。 

（３）関係資料が配布され、予習事項等が事前に

周知されていること。 

（４）予習及び復習に関して、教員による適切な

指示がされていること。 

（５）授業時間外の自習が可能となるよう、基準

解釈指針３－２－１－６ 

 学生が事前事後の学習を効果的に行うための

適切な具体的措置として、例えば次の各号に掲げ

るものが考えられる。 

（１）授業時間割が学生の自習時間を十分に考慮

して作成されていること。 

（２）適切な教科書や補助教材が使用されている

こと。 

（３）関係資料が配布され、予習事項等が事前に

周知されていること。 

（４）予習及び復習に関して、教員による適切な

指示がなされていること。 

（５）授業時間外の自習が可能となるよう、基準

 字句を修正した。 
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１０－１－１に適合する自習室、その他必要と

される設備、機器及び図書等が備えられている

こと。 

１０－１－１に適合する自習室、その他必要と

される設備、機器及び図書等が備えられている

こと。 

解釈指針３－２－１－８ 

 集中講義を実施する場合には、その授業の履修

に際して授業時間外の事前事後の学習に必要な

時間が十分に確保される必要があり、同一の授業

科目の履修が短期に集中したり、複数の授業科目

を同時期に履修したり、授業終了の直後に試験が

実施されたりしないよう、その実施の時期、授業

時間割及び試験日の設定等について配慮されて

いることが必要である。 

解釈指針３－２－１－７ 

集中講義を実施する場合には、その授業の履修

に際して授業時間外の事前事後の学習に必要な

時間が十分に確保されるよう、実施の時期、授業

時間割及び試験日の設定等について配慮されて

いることが必要である。 

 

 「配慮」の内容について具体的に示した。 

３－３ 履修科目登録単位数の上限 （同左）  

３－３－１：重点基準 

法科大学院における各年次における履修登録

可能な単位数の上限が以下の各号を満たしてい

ること。 

（１）最終年次を除く各年次においては、３６単

位を原則とし、これを超える単位数が設定され

ている場合には、その理由が合理的なものであ

ることが明らかにされている必要がある。ただ

し、次の各号に掲げる授業科目については、３

６単位とは別にそれぞれの単位を限度として

履修登録させることができる。 

 ア 法学未修者１年次及び２年次に配当され

る基準２－１－３（１）に定める法律基本科

目に当たる授業科目 ８単位 

３－３－１：重点基準 

法科大学院における各年次において、学生が履

修科目として登録することのできる単位数は、原

則として合計３６単位が上限とされていること。

 

 旧基準３－３－１と解釈指針３－３－１－１

及び３－３－１－４を統合し、新たに基準３－３

－１とした。 
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 イ 基準４－２－１（１）ウに定める者の認定

において、法学未修者１年次に配当される授

業科目のうち履修免除の対象とならない授

業科目及び法律科目試験で合格点に達せず

履修免除されなかった授業科目 ６単位 

（２）（１）のただし書にかかわらず、いずれの

年次においても、４４単位を超える単位数の設

定はすることができない。 

（基準３－３－１（１）に統合） 解釈指針３－３－１－１ 

各年次（最終年次を除く。）における履修登録

可能な単位数の上限は３６単位を原則とし、これ

を超える単位数が設定されている場合には、その

理由が基準３－３－１の趣旨に照らして合理的

なものであることが明らかにされている必要が

ある。ただし、次の各号に掲げる授業科目につい

ては、３６単位とは別にそれぞれの単位を限度と

して履修登録させることができる。 

（１）法学未修者１年次及び２年次に配当される

基準２－１－２（１）に定める法律基本科目に

当たる授業科目。 ８単位 

（２）基準４－２－１（１）ウに定める者の認定

において、法学未修者１年次に配当される授業

科目のうち履修免除の対象とならない授業科

目及び法律科目試験で合格点に達せず履修免

除されなかった授業科目。 ６単位 

 旧基準３－３－１と解釈指針３－３－１－１

を統合し、新たに基準３－３－１（１）とした。 
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解釈指針３－３－１－１ 

 基準３－３－１にいう「単位数」には、通常の

授業時期以外に実施する集中講義、実習、リサー

チ・ペーパー等の授業科目に係る単位数をも含

む。 

（新設）  「単位数」に含まれる例を具体的に示した。 

解釈指針３－３－１－２ 

 基準３－３－１にいう「その理由が合理的なも

のであること」とは、その超える単位がエクスタ

ーンシップやクリニックなど実習の授業科目に

限定されているなど授業科目の性質上学生の事

前事後の学習に大きな負担とならない場合をい

う。ただし、３６単位を超える単位数は必要最小

限度のものであることが必要であり、その単位数

が４単位を超えるときは、合理的な理由があると

は認められない。 

（新設）  「その理由が合理的なものであること」の内容

について、具体的に示した。 

（基準３－３－１（２）に統合） 解釈指針３－３－１－３ 

法科大学院における最終年次については、それ

までの履修実績や選択科目の履修可能性の拡大

等の点を考慮し、履修登録可能な単位数の上限を

４４単位まで増加させることができる。 

 旧基準３－３－１と解釈指針３－３－１－３

及び３－３－１－４を統合し、新たに基準３－３

－１（２）とした。 

解釈指針３－３－１－３ 

 基準３－３－１（１）ただし書アにいう「法学

未修者１年次及び２年次に配当される基準２－

１－３（１）に定める法律基本科目に当たる授業

科目」には、法学未修者２年次において１年次に

配当された法律基本科目の授業科目を再履修す

る場合は含まれない。この場合において、当該授

（新設）  再履修する場合の単位数に関する点が明確に

なるよう修正した。 
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業科目は、解釈指針３－３－１－４第１項ただし

書の４単位に含まれうるものとする。 

解釈指針３－３－１－４ 

基準３－３－１（１）に定める履修登録可能な

単位数は、原級留置となった場合の再履修科目単

位数及び基準４－２－１（１）アにしたがって履

修の認められる授業科目単位数を含む。ただし、

進級が認められた場合の再履修科目単位につい

ては、４単位を限度として、履修登録可能な単位

数に算入しないものとすることができる。 

基準３－３－１（２）に定める履修登録可能な

単位数は、再履修科目単位数及び基準４－２－１

（１）アにしたがって履修の認められる授業科目

単位数を含む。 

解釈指針３－３－１－２ 

解釈指針３－３－１－１に定める履修登録可

能な単位数は、原級留置となった場合の再履修科

目単位数及び基準４－２－１（１）アにしたがっ

て履修の認められる授業科目単位数を含む。ただ

し、進級が認められた場合の再履修科目単位につ

いては、４単位を限度として、履修登録可能な単

位数に算入しないものとすることができる。 

解釈指針３－３－１－３に定める履修登録可

能な単位数は、再履修科目単位数及び基準４－２

－１（１）アにしたがって履修の認められる授業

科目単位数を含む。 

 引用元を修正した。 

（基準３－３－１（２）に統合） 解釈指針３－３－１－４ 

履修登録可能な単位数の上限は、解釈指針３－

３－１－１及び解釈指針３－３－１－２の規定

にかかわらず、いずれの年次においても、４４単

位を超える単位数の設定はすることができない。

 旧基準３－３－１と解釈指針３－３－１－３

及び３－３－１－４を統合し、新たに基準３－３

－１（２）とした。 

解釈指針３－３－１－５ 

研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、

３年を超える標準修業年限を定める場合には、基

準３－３－１の定める単位数の上限は、以下によ

って定まる。 

（１）基準３－３－１（１）において「３６単位」

とあるのは、「３６を当該標準修業年限数で除

した数に３を乗じて算出される数の単位」と読

み替えるものとする。 

解釈指針３－３－１－５ 

研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、

３年を超える標準修業年限を定める場合には、基

準３－３－１及び解釈指針３－３－１－１にお

いて「３６単位」とあるのは、「３６を当該標準

修業年限数で除した数に３を乗じて算出される

数の単位」と、解釈指針３－３－１－２において

「４４単位」とあるのは、「４４を当該標準修業

年限数で除した数に３を乗じて算出される数の

 長期履修制度を採用する場合の取扱いが明確

になるよう修正した。 
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（２）基準３－３－１（１）ただし書アの科目の

８単位については、法学未修者１年次又は２年

次の科目６単位以上及び同３年次の科目２単

位以下に振り分けることを妨げない。 

（３）基準３－３－１（２）において「４４単位」

とあるのは、「４４を当該標準修業年限数で除

した数に３を乗じて算出される数の単位」と読

み替えるものとする。 

単位」と読み替えるものとする。 

第４章 成績評価及び修了認定 （同左）  

４－１ 成績評価 （同左）  

４－１－１：重点基準 

学修の成果に係る評価（以下「成績評価」とい

う。）が、次の各号を満たしていること。 

（１）成績評価が、各授業科目において適切に設

定された達成度に照らして、学生の能力及び資

質を正確に反映する客観的かつ厳正なものと

して行われていること。 

（２）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に

周知されていること。 

（３）成績評価の基準にしたがって成績評価が行

われていること。 

 

（４）成績評価の結果が、必要な関連情報ととも

に学生に告知されていること。 

（５）期末試験を実施する場合には、実施方法に

ついても適切に配慮されていること。 

（６）再試験又は追試験を実施する場合には、受

４－１－１：重点基準 

学修の成果に係る評価（以下「成績評価」とい

う。）が、各授業科目において適切に設定された

達成度に照らして、学生の能力及び資質を正確に

反映する客観的かつ厳正なものとして行われて

おり、次の各号を満たしていること。 

 

（１）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に

周知されていること。 

（２）当該成績評価の基準にしたがって成績評価

が行われていることを確保するための措置が

講じられていること。 

（３）成績評価の結果が、必要な関連情報ととも

に学生に告知されていること。 

（４）期末試験を実施する場合には、実施方法に

ついても適切に配慮されていること。 

（５）再試験又は追試験を実施する場合には、受

① 成績評価が、客観的かつ厳正なものとして行

われている必要があることを明確にするため

新たに号を設けるとともに、以下号の番号を繰

り下げた。 

 

② 成績評価基準にしたがった成績評価が行わ

れている必要があることを明確にするため修

正した。 

 

③ 期末試験において筆記試験を実施しない場

合には、筆記試験を実施しない理由が明らかに

されている必要があることを示した。 
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験者が不当に利益又は不利益を受けることの

ないよう特に配慮されていること。 

（７）期末試験において筆記試験を実施しない場

合には、筆記試験を実施せずに成績評価を行う

ことが授業科目の性質に照らして適切である

とする理由が明らかにされていること。 

験者が不当に利益又は不利益を受けることの

ないよう特に配慮されていること。 

解釈指針４－１－１－１ 

基準４－１－１にいう各授業科目における「達

成度」は、当該法科大学院の設定する到達目標を

踏まえ、各学年、配当学期及び各授業科目の性質

にしたがい、また将来法曹となるに必要な基本的

学識を考慮して、適切に設定されていることが必

要である。 

解釈指針４－１－１－１ 

基準４－１－１にいう各授業科目における「達

成度」は、各学年、配当学期及び各授業科目の性

質にしたがい、また将来法曹となるに必要な基本

的学識を考慮して、適切に設定されていることが

必要である。 

 各授業科目における「達成度」は、到達目標を

踏まえて設定する必要があることを明確にする

ため修正した。 

解釈指針４－１－１－２ 

（１）基準４－１－１（２）にいう「成績評価の

基準」については、成績のランク分け、各ラン

クの分布の在り方に関する法科大学院として

の一般的な方針が設定され、かつ、各授業科目

における成績評価の考慮要素があらかじめ明

確に示されていることが必要である。ただし、

授業科目の性質に照らして、これによることが

できない場合は、この限りでない。 

（２）絶対評価方式を採る場合にあっては、授業

科目間において評価の尺度が共通しており、ま

た、教員間において尺度の設定に関する認識が

共有されていることが必要である。 

解釈指針４－１－１－２ 

基準４－１－１（１）にいう「成績評価の基準」

については、成績のランク分け、各ランクの分布

の在り方に関する一般的な方針が設定され、か

つ、各授業科目における成績評価の考慮要素があ

らかじめ明確に示されていることが必要である。

ただし、授業科目の性質に照らして、これによる

ことができない場合は、この限りでない。 

 

 字句を修正するとともに、絶対評価方式を採用

する場合に尺度を共有する必要があることを明

確するため修正した。 
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解釈指針４－１－１－３ 

基準４－１－１（３）に関して、次の各号に掲

げる措置又はこれに準ずる措置が講じられてい

ることが必要である。 

（１）成績評価について説明を希望する学生に対

して説明する機会が設けられていること。 

（２）各授業科目の成績評価に関するデータ（履

修者数、合格率、成績分布等）が法科大学院の

教員間で共有されていること。 

解釈指針４－１－１－３ 

基準４－１－１（２）にいう「措置」として、

例えば次の各号に掲げるものが考えられる。 

 

（１）成績評価について説明を希望する学生に対

して説明する機会が設けられていること。 

（２）各授業科目の成績評価に関するデータ（履

修者数、合格率、成績分布等）が法科大学院の

教員間で共有されていること。 

 字句を修正した。 

解釈指針４－１－１－４ 

基準４－１－１（４）にいう「必要な関連情報」

には、成績分布に関するデータ（成績の各ランク

に学生が何人存在しているか、又はその割合を示

すデータのことをいう。）及び筆記試験やレポー

ト課題等における成績評価の基準（筆記試験答

案、レポート等を採点する際に、どのような点に

ついて言及することが求められているのか等、採

点のポイントを示すものをいう。）を含む。 

解釈指針４－１－１－４ 

基準４－１－１（３）にいう「必要な関連情報」

には、成績分布に関するデータ及び筆記試験にお

ける成績評価の基準を含む。 

 

 筆記試験のみならず、レポートについても採点

のポイントを示す必要があることを明確にする

ため修正した。 

解釈指針４－１－１－５ 

基準４－１－１（６）にいう「再試験」とは、

期末試験の成績を考慮要素に含めた成績評価に

おいて合格とされなかった者に対して行われる

試験をいう。また、「追試験」とは、一定のやむ

を得ない事情により期末試験を受験することが

できなかった者に対して行われる試験をいう。 

解釈指針４－１－１－５ 

 基準４－１－１（５）にいう「再試験」とは、

筆記試験の成績を考慮要素とする成績評価にお

いて合格とされなかった者に対して行われる試

験をいう。また、「追試験」とは、一定のやむを

得ない事情により筆記試験を受験することがで

きなかった者に対して行われる試験をいう。 

 字句を修正した。 
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解釈指針４－１－１－６ 

 再試験を実施する場合には、期末試験における

不合格者の救済措置ではないと認められる相当

の理由が存在していることが必要である。 

（新設） 

 

 再試験は救済措置ではないことが明確になる

よう新たに解釈指針を設けた。 

解釈指針４－１－１－７ 

 成績評価に当たり、レポート、平常点等の評価

を行う際には、個々の学生の能力及び資質を適正

に評価していることが必要である。 

（新設） 

 

 レポート、平常点等の評価に当たり、一律満点

とならないよう学生の能力及び資質を適正に評

価する必要があることを明確にするため新たに

解釈指針を設けた。 

４－１－２ 

一学年を終了するに当たって学修成果が一定

水準に達しない学生に対し、次学年配当の授業科

目の履修を制限する制度（以下「進級制」という。）

が原則として採用されていること。 

４－１－２ 

（同左） 

 

解釈指針４－１－２－１ 

進級制を採用するに当たっては、各学年におけ

る達成度に照らして、対象学年、進級要件（進級

に必要な修得単位数及び成績内容）、原級留置の

場合の取扱い（再履修を要する授業科目の範囲）

が適切に設定され、かつ、学生に周知されている

ことが必要である。 

解釈指針４－１－２－１ 

（同左） 

 

解釈指針４－１－２－２ 

進級要件を定めるに当たっては、ＧＰＡ制度が

導入され、かつ、厳格な成績評価による単位認定

に基づいた進級判定のために活用されているこ

とが望ましい。 

解釈指針４－１－２－２ 

進級要件を定めるに当たっては、ＧＰＡ制度が

効果的に活用されていることが望ましい。 

 ＧＰＡ制度の活用方法を明確にするため修正

した。 
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解釈指針４－１－２－３ 

進級制を採用しない場合には、その理由が明ら

かにされるとともに、段階的学修を確保するため

の具体的な措置が定められ、その措置について学

生に周知されていることが必要である。 

解釈指針４－１－２－３ 

（同左） 

 

４－２ 修了認定及びその要件 （同左）  

４－２－１：重点基準 

 法科大学院の修了要件が、次の各号を満たして

いること。 

 

（１）３年（３年を超える標準修業年限を定める

研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあって

は、当該標準修業年限）以上在籍し、９３単位

以上を修得していること。 

  この場合において、次に掲げる取扱いをする

ことができる。 

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院

（他の専攻を含む。）において履修した授業科

目について修得した単位を、３０単位を超えな

い範囲で、当該法科大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすこと。 

  ただし、９３単位を超える単位の修得を修了

の要件とする法科大学院にあっては、その超え

る部分の単位数に限り３０単位を超えてみな

すことができる。 

イ 教育上有益であるとの観点から、当該法科大

学院に入学する前に大学院において履修した

４－２－１：重点基準 

法科大学院の修了要件が、次の各号を満たして

いること。 

 

（１）３年（３年を超える標準修業年限を定める

研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあって

は、当該標準修業年限）以上在籍し、９３単位

以上を修得していること。 

  この場合において、次に掲げる取扱いをする

ことができる。 

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院

（他の専攻を含む。）において履修した授業科

目について修得した単位を、３０単位を超えな

い範囲で、当該法科大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすこと。 

  ただし、９３単位を超える単位の修得を修了

の要件とする法科大学院にあっては、その超え

る部分の単位数に限り３０単位を超えてみな

すことができる。 

イ 教育上有益であるとの観点から、当該法科大

学院に入学する前に大学院において履修した

① （２）なお書の字句を修正した。 

 

② 法律基本科目の選択科目の履修可能性を拡

大するため、法律基本科目以外の科目の単位数

について、修了要件単位数に応じた比率ではな

く、最低限必要とされる単位数を示すこととし

た。 
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授業科目について修得した単位を、アによる単

位と合わせて３０単位（アのただし書により３

０単位を超えてみなす単位を除く。）を超えな

い範囲で、当該法科大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすこと。 

  また、上記に定めるところにより、当該法科

大学院に入学する前に修得した単位（学校教育

法第１０２条第１項の規定により入学資格を

有した後、修得したものに限る。）を当該法科

大学院において修得したものとみなす場合で

あって当該単位の修得により当該法科大学院

の教育課程の一部を履修したと認めるときは、

当該単位数、その修得に要した期間その他を勘

案し、１年を超えない範囲で当該法科大学院が

定める期間在学したものとみなすことができ

る。 

ウ 当該法科大学院において必要とされる法学

の基礎的な学識を有すると認める者（以下「法

学既修者」という。）に関して、１年を超えな

い範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、

アとイによる単位と合わせて３０単位（アのた

だし書により３０単位を超えてみなす単位を

除く。）を超えない範囲で当該法科大学院が認

める単位を修得したものとみなすこと。 

  ただし、９３単位を超える単位の修得を修了

の要件とする法科大学院にあっては、その超え

る部分の単位数に限り３０単位を超えてみな

すことができる。 

授業科目について修得した単位を、アによる単

位と合わせて３０単位（アのただし書により３

０単位を超えてみなす単位を除く。）を超えな

い範囲で、当該法科大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすこと。 

  また、上記に定めるところにより、当該法科

大学院に入学する前に修得した単位（学校教育

法第１０２条第１項の規定により入学資格を

有した後、修得したものに限る。）を当該法科

大学院において修得したものとみなす場合で

あって当該単位の修得により当該法科大学院

の教育課程の一部を履修したと認めるときは、

当該単位数、その修得に要した期間その他を勘

案し、１年を超えない範囲で当該法科大学院が

定める期間在学したものとみなすことができ

る。 

ウ 当該法科大学院において必要とされる法学

の基礎的な学識を有すると認める者（以下「法

学既修者」という。）に関して、１年を超えな

い範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、

アとイによる単位と合わせて３０単位（アのた

だし書により３０単位を超えてみなす単位を

除く。）を超えない範囲で当該法科大学院が認

める単位を修得したものとみなすこと。 

  ただし、９３単位を超える単位の修得を修了

の要件とする法科大学院にあっては、その超え

る部分の単位数に限り３０単位を超えてみな

すことができる。 
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（２）次のアからカまでに定める授業科目につ

き、それぞれアからカまでに定める単位数以上

を修得していること。ただし、３年未満の在学

期間での修了を認める場合には、当該法科大学

院において、アからウまでに定める授業科目に

ついて合計１８単位以上並びにエからカに定

める授業科目についてそれぞれエからカに定

める単位数以上を修得していること。 

  なお、入学時に既に十分な実務経験を有する

者であって、当該法科大学院において実務経験

等を評価した上で適当と認められる場合には、

カに属する授業科目のうち当該実務経験等に

相当すると認められるものに代えて法律基本

科目の履修を認め、これによる単位数をカに定

める単位数に算入することができる（算入する

ことのできる単位数は４単位を上限とする。）。

 

 ア 公法系科目      ８単位 

 イ 民事系科目     ２４単位 

 ウ 刑事系科目     １０単位 

 エ 法律実務基礎科目  １０単位 

 オ 基礎法学・隣接科目  ４単位 

 カ 展開・先端科目   １２単位 

 

（３）法律基本科目以外の科目の単位を、３１単

位以上修得していること（なお、（２）におい

てカに算入した法律基本科目の単位数は、この

 

（２）次のアからカまでに定める授業科目につ

き、それぞれアからカまでに定める単位数以上

を修得していること。ただし、３年未満の在学

期間での修了を認める場合には、当該法科大学

院において、アからウまでに定める授業科目に

ついて合計１８単位以上並びにエからカに定

める授業科目についてそれぞれエからカに定

める単位数以上を修得していること。 

  なお、入学時に既に十分な実務経験を有する

者であって、当該法科大学院において実務経験

等を評価した上で適当と認められるものにつ

いては、カに属する授業科目のうち当該実務経

験等に相当すると認められるものに代えて法

律基本科目の履修を認め、これによる単位数を

カに定める単位数に算入することができる（算

入することのできる単位数は４単位を上限と

する。）。 

 ア 公法系科目      ８単位 

 イ 民事系科目     ２４単位 

 ウ 刑事系科目     １０単位 

 エ 法律実務基礎科目  １０単位 

 オ 基礎法学・隣接科目  ４単位 

 カ 展開・先端科目   １２単位 

 

（３）法律基本科目以外の科目の単位を、修了要

件単位数の３分の１以上修得していること（な

お、（２）においてカに算入した法律基本科目
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号に関する限り、展開・先端科目の単位数と読

み替える。）。 

の単位数は、この号に関する限り、展開・先端

科目の単位数と読み替える。）。ただし、基準

２－１－５のただし書による単位数について

は、本号の修了要件単位数に算入しないことが

できる。 

解釈指針４－２－１－１ 

基準４－２－１（１）ウのただし書に定める単

位数は、基準２－１－５のただし書による単位数

に限るものとする。 

解釈指針４－２－１－１ 

（同左） 

 

解釈指針４－２－１－２ 

法科大学院の修了判定に当たっては、ＧＰＡ制

度が導入され、かつ、到達目標の達成度を評価す

るものとして活用されていることが望ましい。 

解釈指針４－２－１－２ 

法科大学院の修了判定に当たっては、ＧＰＡ制

度が効果的に活用されていることが望ましい。 

 ＧＰＡ制度の活用方法を明確にするため修正

した。 

解釈指針４－２－１－３ 

 基準４－２－１（２）の「十分な実務経験」と

は、例えば、租税法等について租税関係業務、特

許法について特許関係業務、信託法について信託

関係業務等、展開的・先端的な法領域に関する業

務についての専門的実務経験であって、展開・先

端科目を当該法科大学院において履修し単位取

得したのと同程度と判断できるものをいう。 

解釈指針４－２－１－３ 

 基準４－２－１（２）の「十分な実務経験」と

は、例えば、税務署における課税・徴収・調査・

税務相談等の部門における執務、企業の知的財産

部門における執務、信託銀行における信託財産の

運用・管理部門での執務など、展開的・先端的な

法領域に関する専門的実務経験であって、展開・

先端科目を当該法科大学院において履修し単位

取得したのと同程度と判断できるものをいう。 

 「十分な実務経験」の例示が明確となるよう修

正した。 

解釈指針４－２－１－４ 

 基準４－２－１（２）にいう「実務経験等を評

価した上で適当と認められるもの」について認め

られる法律基本科目の履修は、法律基本科目の選

択必修科目又は選択科目に限られる。 

解釈指針４－２－１－４ 

（同左） 
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解釈指針４－２－１－５ 

 当該法科大学院が基準４－２－１（２）にいう

「カに定める単位数」に算入することのできる単

位数を認定するに当たっては、当該法科大学院に

おける展開・先端科目に属する各授業科目を履修

した場合に取得することのできる単位数に照ら

して、対象となる学生の実務経験を評価し、適正

に判断することが必要である。 

解釈指針４－２－１－５ 

（同左） 

 

４－２－２ 

修了の認定に必要な修得単位数は、１０２単位

が上限とされていること。ただし、基準２－１－

５のただし書による単位数については、１０２単

位の上限を超えることができる。 

４－２－２ 

（同左） 

 

４－３ 法学既修者の認定 （同左）  

４－３－１：重点基準 

法科大学院が、当該法科大学院において必要と

される法学の基礎的な学識を有する者であると

認める（法学既修者として認定する）に当たって

は、適切に法律科目試験が実施されるとともに、

その他の教育上適切な方法がとられていること。

４－３－１ 

 法科大学院が、当該法科大学院において必要と

される法学の基礎的な学識を有する者であると

認める（いわゆる法学既修者として認定する）に

当たっては、適切に法律科目試験が実施されると

ともに、その他の教育上適切な方法がとられてい

ること。 

 重点基準とするとともに、字句を修正した。 

解釈指針４－３－１－１ 

「適切な法律科目試験の実施及びその他の教

育上適切な方法」とは、基準４－２－１（１）ウ

の趣旨に照らし当該法科大学院において必要と

される法学の基礎的な学識を有するか否かを判

定するために適切な方法であって、法科大学院の

解釈指針４－３－１－１ 

（同左） 
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入学者選抜における「公平性」、「開放性」、「多

様性」の確保の要請に適合するものであることを

いう。 

解釈指針４－３－１－２ 

法律科目試験については、各試験科目について

最低基準点を設定するなど、法学既修者として十

分な能力を備えた者のみを合格させ、あるいは法

学既修者として認定する措置を講じていること

が必要である。 

解釈指針４－３－１－２ 

（新設） 

 もっぱら総合点の成績のみを勘案して、個別の

科目の点数が著しく低い場合も法学既修者とし

て認定することは適切ではないことが明確にな

るよう新たに解釈指針を設けた。 

解釈指針４－３－１－３ 

当該法科大学院が法学既修者として認定した

者について履修免除が認められる法律基本科目

は、法律科目試験の対象となった分野に対応する

授業科目に限られていることが必要である。 

解釈指針４－３－１－２ 

（同左） 

 解釈指針番号を繰り下げた。 

解釈指針４－３－１－４ 

（１）法学既修者としての認定は、法学未修者１

年次に配当される必修の法律基本科目すべて

の単位を一括して免除する方法で行われてい

ることが必要である。この場合において、履修

免除単位数が２０単位を下回らない範囲で次

に掲げる取扱いをすることができる。 

ア 教育上有益と認められる場合、一括して免

除されるべき単位数の中から６単位を限度

として、履修免除単位数を減少させることが

できる。 

イ 法学未修者１年次に配当される必修の法

律基本科目の一部について、２年次以降に履

解釈指針４－３－１－３ 

法学既修者としての認定は、法学未修者１年次

に配当される必修の法律基本科目すべての単位

を一括して免除する方法で行われていることが

必要である。ただし、教育上有益と認められる場

合、一括して免除されるべき単位数の中から６単

位を限度として、履修免除単位数を減少させるこ

とができる。 

① 法学既修者が修得したものとみなされる単

位数は、飛び入学制度を活用する場合も含め、

２０単位を下限とすることが明確となるよう

修正した。 

 

② 飛び入学制度を活用して法学既修者認定す

る場合には、一括認定の例外として入学までに

追加認定することを可能とするよう修正した。 

 

③ 法学既修者には、１年間の在学期間の短縮が

認められることから、修得したものとみなされ

る単位は、法学未修者１年次に配当される必修

の法律基本科目に限られる趣旨が明確となる
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修することを前提に、法律科目試験の出題範

囲に含めず、履修免除を行わないものとする

ことができる。 

（２）飛び入学制度を活用して法学既修者認定試

験を実施する場合において、法学未修者１年次

に配当される必修の法律基本科目の履修免除

は、履修免除単位数が２０単位を下回らない範

囲で次の方法で行われていることが必要であ

る。 

 ア 法学既修者認定試験において法学未修者

１年次に配当される必修の法律基本科目す

べてについて法律科目試験を実施する場合

には、履修免除は、法学未修者１年次に配当

される必修の法律基本科目すべての単位を

一括して免除する方法で行われていること

が必要である。この場合には、（１）アに定

めた取扱いをすることができる。 

 イ 法学既修者認定試験において法学未修者

１年次に配当される必修の法律基本科目の

一部について試験を実施する場合には、履修

免除は、法律科目試験を実施した法律基本科

目すべての単位を一括して免除することが

必要である。この場合において、法学未修者

１年次に配当される必修の法律基本科目の

うち法律科目試験を実施しなかったものに

ついては、法学既修者として認定した者に対

して、入学までに当該科目の試験を実施し、

これに合格した者に対して当該科目の履修

よう修正した。 
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免除を行うことができる。 

（３）法学既修者であることを理由とする履修免

除は、必修の法律基本科目に限って行われてい

ることが必要である。 

解釈指針４－３－１－５ 

法律科目試験の実施に当たっては、当該法科大

学院を置く大学出身の受験者と他の受験者との

間で、出題及び採点において、公平を保つことが

できるような措置が講じられていることが必要

である。 

解釈指針４－３－１－４ 

（同左） 

 解釈指針番号を繰り下げた。 

解釈指針４－３－１－６ 

学生が入学する法科大学院以外の機関が実施

する法律科目試験の結果を考慮して、法学既修者

としての認定を行うに当たり、当該機関が実施す

る法律科目試験をもって当該法科大学院の法律

科目試験の試験に代えることは認められない。 

解釈指針４－３－１－５ 

学生が入学する法科大学院以外の機関が実施

する法律科目試験の結果を考慮して、法学既修者

としての認定を行うことは認められない。ただ

し、当該法科大学院がそのような結果を考慮する

ことが法学既修者としての認定を行うために必

要である理由を明らかにしている場合は、この限

りでない。 

 解釈指針番号を繰り下げるとともに、当該法科

大学院の入学者受入方針にしたがって試験を実

施することが原則である趣旨が明確になるよう、

修正した。 

解釈指針４－３－１－７ 

当該法科大学院が法学既修者として認定した

者について認める在学期間の短縮が、修得したも

のとみなされる単位数との関係を適切に考慮し

たものとなっていることが必要である。 

解釈指針４－３－１－６ 

（同左） 

 解釈指針番号を繰り下げた。 

第５章 教育内容等の改善措置 （同左）  

５－１ 教育内容等の改善措置 （同左）  
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５－１－１ 

教育の内容・方法等の改善を図るための研修及

び研究が、組織的かつ継続的に行われているこ

と。 

５－１－１ 

教育の内容及び方法の改善を図るための研修

及び研究が、組織的かつ継続的に行われているこ

と。 

 教育の内容・方法に限られないため、「等」の

文言を挿入した。 

解釈指針５－１－１－１ 

「教育の内容・方法等の改善」の対象として、

例えば、次の各号に掲げるものが考えられる。 

（１）教育内容に関わるものとして、科目区分を

意識したシラバスと授業の内容、学生の理解度

や習熟度に配慮した授業の内容、授業科目間の

連携及び授業内容の相互調整、理論的教育と実

務的教育の架橋を図る授業内容等。 

（２）教育方法に関わるものとして、双方向的又

は多方向的な密度の高い教育を実施するため

の、適正な規模のクラス編成、授業の進め方や

その形態の工夫、学生に対する発問や質疑への

対応の仕方、学生相互間の討論を導き出す工

夫、予習復習に関する適切な指示、授業で使用

する教材や配付資料の選定等。 

（３）成績評価基準の内容、成績評価の厳格な実

施等。 

（４）学生に対する教育指導に関する教員の資質

能力の向上等。 

解釈指針５－１－１－１ 

「教育の内容及び方法の改善」の対象として、

例えば次の各号に掲げるものが考えられる。 

（１）教育内容に関わるものとして、科目区分を

意識したシラバスと授業の内容、学生の理解度

や習熟度に配慮した授業の内容、授業科目間の

連携及び授業内容の相互調整、理論的教育と実

務的教育の架橋を図る授業内容等。 

（２）教育方法に関わるものとして、双方向的又

は多方向的な密度の高い教育を実施するため

の、適正な規模のクラス編成、授業の進め方や

その形態の工夫、学生に対する発問や質疑への

対応の仕方、学生相互間の討論を導き出す工

夫、予習復習に関する適切な指示、授業で使用

する教材や配付資料の選定等。 

 成績評価を行う際の工夫、教員の資質能力の向

上も改善の対象となることを明確にするため修

正するとともに、基準にあわせて字句を修正し

た。 

解釈指針５－１－１－２ 

「研修及び研究」として、例えば次の各号に掲

げるものが考えられる。 

（１）教育の内容及び方法に対する学生（修了者

を含む。）、同僚教員、外部者等の評価を受け

解釈指針５－１－１－２ 

「研修及び研究」として、例えば次の各号に掲

げるものが考えられる。 

（１）教育の内容及び方法に対する学生（修了生

を含む。）、同僚教員、外部者等の評価を受け

 字句を修正した。 
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て行う教員相互の討議。 

（２）国内外の専門家を交えた講演会、研修会、

シンポジウム等の開催。 

（３）国内外の大学や研究所等における教育の内

容及び方法に関する情報や研究成果の集積・活

用。 

て行う教員相互の討議。 

（２）国内外の専門家を交えた講演会、研修会、

シンポジウム等の開催。 

（３）国内外の大学や研究所等における教育の内

容及び方法に関する情報や研究成果の集積・活

用。 

解釈指針５－１－１－３ 

「研修及び研究」を行うに当たって配慮すべき

事項として、例えば次の各号に掲げるものが考え

られる。 

（１）研究者教員のうち、実務上の知見が不足す

ると認められる者については、担当する授業科

目に関連する実務上の知見を補完する機会を

得させ、また実務家教員のうち、教育上の経験

が不足すると認められる者については、これを

補うための教育研修の機会を得させること。 

（２）カリキュラムの効果的な実施のために、教

員相互の連携が特に求められている授業科目

（複数のクラスを異なる教員が担当する授業

科目、実務家教員と研究者教員との連携が求め

られる法律実務基礎科目等）については、授業

内容の決定、カリキュラム作成時の協議等、教

員が相互に連携する機会を十分に確保するこ

と。 

解釈指針５－１－１－３ 

「研修及び研究」を行うに当たって配慮すべき

事項として、例えば次の各号に掲げるものが考え

られる。 

（１）研究者教員のうち、実務上の知見が不足す

ると認められる者については、担当する授業科

目に関連する実務上の知見を補完する機会を

得させ、実務家教員のうち、教育上の経験が不

足すると認められる者については、これを補う

ための教育研修の機会を得させること。 

（２）カリキュラムの効果的な実施のために、教

員相互の連携が特に求められている授業科目

については、相互に連携する機会を十分に確保

すること。 

 

 字句を修正するとともに、教員相互の連携とし

て考えられる具体例を列挙することとした。 

解釈指針５－１－１－４ 

 「組織的かつ継続的に行われていること」とは、

法科大学院内に教育内容等の改善に関する組織

が設置され、当該組織が収集管理する情報に基づ

解釈指針５－１－１－４ 

 「組織的かつ継続的に行われていること」とは、

法科大学院内に教育内容等の改善に関する組織

が設置され、当該組織が収集管理する情報に基づ

 継続的に実施する必要があることを明確にす

るため修正した。 
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き、改善すべき項目及びその方法に関する方針が

決定され、改善に結びつける取組が法科大学院と

して継続的に実施されていることをいう。 

き、改善すべき項目及びその方法に関する方針が

決定され、改善に結びつける取組が適切に実施さ

れていることをいう。 

第６章 入学者選抜等 （同左）  

６－１ 入学者受入 （同左）  

６－１－１ 

法科大学院は、公平性、開放性及び多様性の確

保を前提として、各法科大学院の教育の理念及び

目標に照らして、入学者受入方針（アドミッショ

ン・ポリシー）を設定していること。 

６－１－１ 

法科大学院は、公平性、開放性及び多様性の確

保を前提として、各法科大学院の教育の理念及び

目標に照らして、アドミッション・ポリシー（入

学者受入方針）を設定し、公表していること。ま

た、入学志願者に対して、これとともに必要な情

報を事前に周知するよう努めていること。 

 「入学者受入方針」と表記することを原則とす

るとともに、公表に関する事項は基準１１－２－

１に一元化するため修正した。 

（削除） 解釈指針６－１－１－１ 

 「必要な情報」とは、解釈指針１１－２－１－

１に定める事項をいう。 

 公表に関する事項は基準１１－２－１に一元

化するため削除した。 

６－１－２ 

 法科大学院には、入学者の適性及び能力等の評

価、その他の入学者受入に係る業務（法学既修者

の認定に係る業務を含む。）を行うための責任あ

る体制が整備されていること。 

６－１－２ 

（同左） 

 

６－１－３ 

各法科大学院の入学者受入方針に照らして、入

学者選抜における公平性及び開放性が確保され

ていること。 

６－１－３ 

各法科大学院のアドミッション・ポリシーに照

らして、入学者選抜における公平性及び開放性が

確保されていること。 

 基準６－１－１と表記をあわせた。 
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解釈指針６－１－３－１ 

入学者選抜における公平性及び開放性を確保

するため、次の各号に掲げる取組が行われている

ことが必要である。 

（１）入学者選抜において、当該法科大学院を置

く大学の主として法学を履修する学科又は課

程等に在学、又は卒業した者（以下「自校出身

者」という。）について優先枠を設けるなどの

優遇措置を講じていないこと。入学者に占める

自校出身者の割合が著しく高い場合には、それ

が公平性、開放性及び多様性の確保に反する措

置によるものでないこと。 

（２）入学者に対して法科大学院への寄附等の募

集を行う場合には、その開始時期は入学後と

し、それ以前にあっては募集の予告にとどめて

いること。 

（３）身体に障害のある者に対して、等しく受験

の機会を確保し、障害の種類や程度に応じた特

別措置や組織的対応を工夫するよう努めてい

ること。 

解釈指針６－１－３－１ 

入学者選抜における公平性及び開放性を確保

するため、次の各号に掲げる取組が行われている

ことが必要である。 

（１）入学者選抜において、当該法科大学院を置

く大学の主として法学を履修する学科又は課

程等に在学、又は卒業した者（以下「自校出身

者」という。）について優先枠を設けるなどの

優遇措置を講じていないこと。入学者に占める

自校出身者の割合が著しく高い場合には、それ

が不当な措置によるものでないことが明らか

であること。 

（２）入学者に対して法科大学院への寄附等の募

集を行う場合には、その開始時期は入学後と

し、それ以前にあっては募集の予告にとどめて

いること。 

（３）身体に障害のある者に対して、等しく受験

の機会を確保し、障害の種類や程度に応じた特

別措置や組織的対応を工夫するよう努めてい

ること。 

 自校出身者に対する優遇措置とならないため

の措置が明確となるよう修正した。 

６－１－４：重点基準 

入学者選抜に当たっては、法科大学院において

教育を受けるために必要な入学者の適性及び能

力等が適確かつ客観的に評価されていること。 

６－１－４：重点基準 

（同左） 

 

解釈指針６－１－４－１ 

入学者選抜に当たっては、適性試験を用いて、

法科大学院における履修の前提として要求され

る判断力、思考力、分析力及び表現力等が、適確

解釈指針６－１－４－１ 

（同左） 
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かつ客観的に評価されていることが必要である。

解釈指針６－１－４－２ 

 入学者選抜において、適性試験の成績が適切に

利用されていることを確保するため、次の各号に

掲げる措置が講じられていることが必要である。

（１）適性試験において著しく低い点数の者を入

学させないよう、各法科大学院において、入学

最低基準点を設定する必要がある。 

  その際、入学最低基準点については、総受験

者の下位から１５％を基本とする。 

（２）入学最低基準点は、各法科大学院の募集要

項等に明示するなど、受験者に周知することが

必要である。 

解釈指針６－１－４－２ 

 入学者選抜において、適性試験の成績が、適性

試験実施機関が設定する入学最低基準点に照ら

して、適切に利用されていることが必要である。

 各法科大学院において、適性試験の成績におけ

る入学最低基準点を総受験者の下位から１５％

を基本として設定し、受験者に周知する必要があ

ることを解釈指針として示した。 

解釈指針６－１－４－３ 

 法学未修者に対して、法律学の知識及び能力の

到達度を測ることができる試験（法学検定試験

等）の結果を加点事由とすることは適切ではな

い。 

（新設）  法学未修者に対して、法律学の知識の有無を加

点事由とすることは適切ではないことを示す解

釈指針を設けた。 

解釈指針６－１－４－４ 

 法学既修者の入試科目及び出題範囲は､原則と

して､法学未修者コース１年次教育の科目及び範

囲と等しいことが求められる。 

法学既修者の入学試験において、学部３年次生

の受験を認めるいわゆる飛び入学のための試験

を実施する場合には、入学後に十分な学修を期待

（新設） ① 法学既修者の入試科目を明確に示した。 

 

② 飛び入学の仕組みを活用して法学既修者の

入学者選抜を実施する場合の要件について解

釈指針として示した。 
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することができる適性及び能力をもつ者である

ことを、学部における成績などもあわせて考慮し

て、適確に判定することが求められる。 

６－１－５ 

入学者選抜に当たっては、多様な知識又は経験

を有する者を入学させるよう努めていること。 

６－１－５ 

（同左） 

 

解釈指針６－１－５－１ 

多様性を確保するため、入学者選抜において、

次の各号に掲げる措置が講じられていることが

必要である。 

（１）大学等の在学者については、学業成績のほ

か、多様な学識及び課外活動等の実績を適切に

評価するよう努めていること。 

（２）実務等の経験を有する者については、多様

な実務経験及び社会経験等を適切に評価する

よう努めていること。 

（３）入学者のうちに法学を履修する課程以外の

課程を履修した者、又は実務等の経験を有する

者の占める割合が３割以上となるよう努めて

いること。 

 

解釈指針６－１－５－１ 

多様性を確保するため、入学者選抜において、

次の各号に掲げる措置が講じられていることが

必要である。 

（１）大学等の在学者については、学業成績のほ

か、多様な学識及び課外活動等の実績を適切に

評価できるよう努めていること。 

（２）実務等の経験を有する者については、多様

な実務経験及び社会経験等を適切に評価でき

るよう努めていること。 

（３）入学者のうちに法学を履修する課程以外の

課程を履修した者、又は実務等の経験を有する

者の占める割合が３割以上となるよう努めて

いること。 

（４）（３）の割合が２割に満たない場合には、

入学者選抜の実施状況を公表するとともに、そ

の満たなかった理由が示され、改善の措置が講

じられていること。 

 字句を修正するとともに、旧解釈指針６－１－

５－１（４）は、新解釈指針１１－２－１－１（５）

に含むこととしたため、削除した。 

６－２ 収容定員及び在籍者数等 （同左）  
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６－２－１ 

法科大学院の在籍者数については、収容定員を

上回ることのないよう努めていること。また、在

籍者数が収容定員を上回った場合には、この状態

が恒常的なものとならないための措置が講じら

れていること。 

６－２－１ 

（同左） 

 

解釈指針６－２－１－１ 

「収容定員」とは、入学定員の３倍の数をいう。

また、「在籍者」には、原級留置者及び休学者を

含む。なお、年度ごとに入学定員が異なる場合は、

直近３か年分の総和をもって収容定員とする。 

解釈指針６－２－１－１ 

「収容定員」とは、入学定員の３倍の数をいう。

また、「在籍者」には、原級留置者及び休学者を

含む。 

 年度ごとに入学定員が異なる場合の定義を明

確にした。 

６－２－２ 

入学者受入において、所定の入学定員と著しく

乖離していないこと。 

６－２－２ 

入学者受入において、所定の入学定員と乖離し

ないよう努めていること。 

 定められた内容が満たされていることが求め

られる基準に変更した。 

解釈指針６－２－２－１ 

 入学者受入において、所定の入学定員と乖離し

ないよう必要な措置が講じられている必要があ

る。 

（新設）  措置が講じられている必要があることを示す

解釈指針を設けた。 

解釈指針６－２－２－２ 

 ５年の評価期間中において、評価実施年度にお

ける入学定員充足率が５０％を下回っており、か

つ、他の４年間において入学定員充足率が５０％

を下回る年度が２回以上あった場合には、原則と

して、所定の入学定員と著しく乖離していないと

はいえない。ただし、基準に適合しているか否か

の最終的な判断は、夜間開講や地域性等の個別の

事情を勘案して行う。 

（新設）  基準を満たすために必要とされる要件を示す

解釈指針を設けた。 
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解釈指針６－２－２－３ 

 双方向的又は多方向的な授業を効果的かつ継

続的に実施するため、入学者数が原則として１０

人を下回らないこと。ただし、基準に適合してい

るか否かの最終的な判断は、夜間開講や地域性等

の個別の事情を勘案して行う。 

（新設）  入学者数の下限を示す解釈指針を設けた。 

６－２－３：重点基準 

在籍者数、入学者選抜における競争倍率、専任

教員数、修了者の進路及び活動状況等を総合的に

考慮し、入学定員の見直しを含む入学者選抜の改

善への取組が適宜行われていること。 

６－２－３：重点基準 

（同左） 

 

解釈指針６－２－３－１ 

「入学者選抜における競争倍率」とは、合格者

数に対する受験者数の割合をいう。 

解釈指針６－２－３－１ 

（同左） 

 

解釈指針６－２－３－２ 

 入学者選抜における選抜機能を十分に働かせ

るため、入学者選抜における競争倍率は、原則と

して２倍を下回らないことが必要である。 

 なお、５年の評価期間中において、評価実施年

度に入学者選抜における競争倍率が２倍を下回

っており、かつ、他の４年間において入学者選抜

における競争倍率が２倍を下回る年度が２回以

上あった場合には、十分な競争倍率に達している

とはいえない。 

（新設）  基準を満たすために必要とされる要件を示す

解釈指針を設けた。 

第７章 学生の支援体制 （同左）  

７－１ 学習支援 （同左）  
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７－１－１ 

各法科大学院の教育の理念及び目標に照らし

て、学生が課程の履修に専念して教育課程上の成

果を上げることができるよう、学習支援の体制が

十分に整備されていること。 

７－１－１ 

（同左） 

 

解釈指針７－１－１－１ 

「学習支援」として、ガイダンス及び個別に学

生に対して行う履修指導・学習相談・各種の助言

等が適切に行われていることが必要である。ま

た､導入ガイダンスや事前学習会等を入学前に実

施する場合には基準７－１－１にいう「学習支

援」に含まれる。 

解釈指針７－１－１－１ 

「学習支援」として、ガイダンス及び個別に学

生に対して行う履修指導・学習相談・各種の助言

等が適切に行われていることが必要である。 

 入学前に実施する場合であっても、基準７－１

－１にいう「学習支援」に含まれることを明確に

するため、修正した。 

解釈指針７－１－１－２ 

「学習支援」として、入学時に、次の各号に掲

げる配慮がされていることが必要である。 

（１）法科大学院における教育への導入として、

入学当初から効果的な学習を行うための配慮

がされていること。 

（２）法学未修者に対しては、１年次に配当され

る法律基本科目の学習を適切に行うための特

段の配慮がされていること。 

解釈指針７－１－１－２ 

「学習支援」として、入学時に、次の各号に掲

げる配慮がなされていることが必要である。 

（１）法科大学院における教育への導入として、

入学当初から効果的な学習を行うための配慮

がなされていること。 

（２）法学未修者に対しては、１年次に配当され

る法律基本科目の学習を適切に行うための特

段の配慮がなされていること。 

 字句を修正した。 

解釈指針７－１－１－３ 

「学習支援」として、オフィスアワーが設けら

れている場合には、それを有効に活用できるよ

う、学生に対して各教員のオフィスアワーの日

時、場所及び面談の予約の方法等が周知されてい

ることが必要である。また、オフィスアワーが設

けられていない場合であっても、教員と学生との

解釈指針７－１－１－３ 

（同左） 
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コミュニケーションを十分に図ることができる

ような措置が講じられていることが必要である。

解釈指針７－１－１－４ 

「学習支援の体制」として、チューター、ティ

ーチング・アシスタント、法曹関係者によるアド

バイザー等の各種教育補助者（事務職員及び図書

館職員を除く。）による学習支援体制の整備に努

めていることが必要である。 

解釈指針７－１－１－４ 

「学習支援の体制」として、チューター、ティ

ーチング・アシスタント、法曹関係者によるアド

バイザー等の各種教育補助者による学習支援体

制の整備に努めていることが必要である。 

 教育補助者に当たる者が明確になるよう修正

した。 

解釈指針７－１－１－５ 

解釈指針７－１－１－４にいう各種教育補助

者による学習支援において、試験での解答の作成

方法に傾斜した技術的教育や、理解を伴わない断

片的な知識の機械的な暗記をさせる教育など受

験技術優先の指導に偏した教育を実施すること

は適切でない。 

（新設）  法科大学院の学習支援において、適切ではない

例をあげ、新たに解釈指針を設けた。 

７－２ 生活支援等 （同左）  

７－２－１ 

学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修

に専念できるよう、学生の経済的支援及び学生生

活に関する支援体制の整備に努めていること。 

７－２－１ 

（同左） 

 

解釈指針７－２－１－１ 

「経済的支援」とは、入学料・授業料の減免及

び徴収猶予のほか、奨学基金の設定、卒業生等の

募金による基金の設定、他の団体等が給付又は貸

与する奨学金への応募の紹介等の措置をいう。 

解釈指針７－２－１－１ 

（同左） 
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解釈指針７－２－１－２ 

「学生生活に関する支援体制の整備」とは、学

生の健康相談、生活相談、各種ハラスメント相談、

メンタル・ケア、カウンセリング等を目的とした

保健センター及び学生相談室等を設置するなど

の相談助言体制の整備をいう。 

解釈指針７－２－１－２ 

（同左） 

 

７－３ 障害のある学生に対する支援 （同左）  

７－３－１ 

身体に障害のある学生に対して、次の各号に掲

げる支援体制の整備に努めていること。 

（１）修学のために必要な基本的な施設及び設備

の整備充実。 

（２）修学上の支援、実習上の特別措置。 

７－３－１ 

（同左） 

 

７－４ 職業支援（キャリア支援） （同左）  

７－４－１ 

学生支援の一環として、学生がその能力及び適

性、志望に応じて、主体的に進路を選択できるよ

うに、適切な相談窓口を設置するなどにより、必

要な情報の収集・管理・提供、ガイダンス、指導、

助言に努めていること。 

７－４－１ 

（同左） 

 

第８章 教員組織 （同左）  

８－１ 教員の資格及び評価 （同左）  

８－１－１：重点基準 

 研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上

必要な教員が置かれていること。 

８－１－１：重点基準 

（同左） 

 

８－１－２：重点基準 ８－１－２：重点基準  
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基準８－１－１に定める教員のうち、次の各号

のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分

野に関し高度の教育上の指導能力があると認め

られる者が、専任教員として専攻ごとに置かれて

いること。 

 

（１）専攻分野について、教育上又は研究上の業

績を有する者 

 

（２）専攻分野について、高度の技術・技能を有

する者 

 

（３）専攻分野について、特に優れた知識及び経

験を有する者 

（同左） 

 

解釈指針８－１－２－１  

基準８－１－２に規定する専任教員は、教育上

支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、博

士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程

における前期の課程を除く。）を担当する教員の

うち基準８－１－２の資格を有する者（大学院設

置基準第８条第３項及び第９条第２項の規定の

適用を受けるものを除く。）がこれを兼ねること

ができる。 

解釈指針８－１－２－１  

（同左） 

 

８－１－３ 

 教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指

導能力等を適切に評価するための体制が整備さ

れていること。 

８－１－３ 

（同左） 
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８－２ 専任教員の配置及び構成 （同左）  

８－２－１：重点基準 

法科大学院には、専攻ごとに、平成１１年文部

省告示第１７５号の別表第一及び別表第二に定

める修士課程を担当する研究指導教員の数の１.

５倍の数（小数点以下の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）に、同告示の第２号、別表第一

及び別表第二に定める修士課程を担当する研究

指導補助教員の数を加えた数の法科大学院での

み専任とされている専任教員（以下「専属専任教

員」という。）を置くとともに、同告示の別表第

三に定める修士課程を担当する研究指導教員１

人当たりの学生の収容定員に４分の３を乗じて

算出される収容定員の数（小数点以下の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）につき１人の専

属専任教員が置かれていること。 

８－２－１：重点基準 

 法科大学院には、専攻ごとに、平成１１年文部

省告示第１７５号の別表第一及び別表第二に定

める修士課程を担当する研究指導教員の数の１.

５倍の数（小数点以下の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）に、同告示の第２号、別表第一

及び別表第二に定める修士課程を担当する研究

指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置く

とともに、同告示の別表第三に定める修士課程を

担当する研究指導教員１人当たりの学生の収容

定員に４分の３を乗じて算出される収容定員の

数（小数点以下の端数があるときは、これを切り

捨てる。）につき１人の専任教員が置かれている

こと。 

 専門職大学院設置基準で必要とされる専任教

員数は法科大学院でのみ専任とされている専任

教員である必要があるが、それを超える部分につ

いては、他専攻等の専任教員を法科大学院の専任

教員とすることは可能であることが明確になる

よう修正した。 

解釈指針８－２－１－１ 

基準８－２－１により専攻ごとに置くものと

される専属専任教員は、専門職学位課程たる法科

大学院について１専攻に限り専任教員として取

り扱われていることが必要である。 

解釈指針８－２－１－１ 

 基準８－２－１により専攻ごとに置くものと

される専任教員は、専門職学位課程たる法科大学

院について１専攻に限り専任教員として取り扱

われていることが必要である。 

 基準にあわせて修正した。 

解釈指針８－２－１－２ 

基準８－２－１により専攻ごとに置くものと

される専属専任教員の数の半数以上は、原則とし

て教授であることが必要である。 

解釈指針８－２－１－２ 

 基準８－２－１により専攻ごとに置くものと

される専任教員の数の半数以上は、原則として教

授であることが必要である。 

 基準にあわせて修正した。 

解釈指針８－２－１－３ 

法科大学院には、その教育の理念及び目標を実

解釈指針８－２－１－３ 

 法科大学院には、その教育の理念及び目標を実

 基準にあわせて修正した。 
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現するために必要と認められる場合には、基準８

－２－１に定める数を超えて、専属専任教員が適

切に置かれていることが望ましい。 

現するために必要と認められる場合には、基準８

－２－１に定める数を超えて、専任教員が適切に

置かれていることが望ましい。 

８－２－２：重点基準 

法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民

事訴訟法、刑法、刑事訴訟法）については、いず

れも当該科目を適切に指導できる専属専任教員

（専ら実務的側面を担当する教員を除く。）が置

かれていること。 

８－２－２：重点基準 

法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民

事訴訟法、刑法、刑事訴訟法）については、いず

れも当該科目を適切に指導できる専任教員（専ら

実務的側面を担当する教員を除く。）が置かれて

いること。 

 法律基本科目については、いずれの科目につい

ても専属専任教員が置かれている必要があるこ

とを明確にするため修正した。 

解釈指針８－２－２－１ 

専任教員の科目配置について、入学定員１００

人を超える法科大学院においては、次の各号に掲

げる人数の専属専任教員が各科目に置かれてい

ることが必要である。 

（１）入学定員１０１～１９９人の法科大学院に

ついては、法律基本科目のうち民法に関する分

野を含む少なくとも３科目について複数の専

属専任教員が置かれていること。 

（２）入学定員２００人以上の法科大学院につい

ては、法律基本科目のうち、少なくとも公法系

に４人、刑事法系に４人、民法に関する分野に

４人、商法に関する分野に２人、民事訴訟法に

関する分野に２人の専属専任教員が置かれて

いること。 

解釈指針８－２－２－１ 

専任教員の科目配置について、入学定員１００

人を超える法科大学院においては、次の各号に掲

げる人数の専任教員が各科目に置かれているこ

とが必要である。 

（１）入学定員１０１～１９９人の法科大学院に

ついては、法律基本科目のうち民法に関する分

野を含む少なくとも３科目について複数の専

任教員が置かれていること。 

（２）入学定員２００人以上の法科大学院につい

ては、法律基本科目のうち、少なくとも公法系

に４人、刑事法系に４人、民法に関する分野に

４人、商法に関する分野に２人、民事訴訟法に

関する分野に２人の専任教員が置かれている

こと。 

 基準にあわせて修正した。 

８－２－３ 

専任教員の科目別配置等のバランスが適正で

あり、かつ、当該法科大学院が教育上主要と認め

る授業科目については、原則として専任教員が置

８－２－３ 

専任教員の科目別配置等のバランスが適正で

あり、かつ、教育上主要と認められる授業科目に

ついては、原則として専任教員が置かれており、

 教育上主要と認める授業科目は、当該法科大学

院が設定するものであることを明確にするため

修正した。 
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かれており、そのうち必修科目については、おお

むね７割以上が専任教員によって担当されてい

ること。 

そのうち必修科目については、おおむね７割以上

が専任教員によって担当されていること。 

解釈指針８－２－３－１ 

「専任教員の科目別配置等のバランス」につい

ては、各法科大学院の教育の理念及び目標に応じ

て、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目に専任

教員が置かれていること、及び専任教員の年齢構

成に著しい偏りがないよう努めていることが必

要である。 

解釈指針８－２－３－１ 

「専任教員の科目別配置等のバランス」につい

ては、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目に、

各法科大学院の教育の理念及び目標に応じた専

任教員が置かれていること、及び専任教員の年齢

構成に著しい偏りがないよう努めていることが

必要である。 

 各法科大学院の教育の理念及び目標に応じて、

専任教員が置かれている必要がある趣旨が明確

になるよう修正した。 

８－２－４：重点基準 

基準８－２－１に定める専属専任教員の数の

おおむね２割以上は、専攻分野におけるおおむね

５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務

の能力を有する者であること。 

８－２－４：重点基準 

 基準８－２－１に定める専任教員の数のおお

むね２割以上は、専攻分野におけるおおむね５年

以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能

力を有する者であること。 

 実務家専任教員を算出する母数は専属専任教

員であることが明確になるよう修正した。 

解釈指針８－２－４－１ 

基準８－２－４に定める実務家教員は、その実

務経験との関連が認められる授業科目を担当し

ていることが必要である。 

解釈指針８－２－４－１ 

（同左） 

 

解釈指針８－２－４－２ 

基準８－２－４に定める実務家教員について

は、基準８－２－４に定めるおおむね２割の専属

専任教員の数に３分の２を乗じて算出される数

（小数点以下の端数があるときは、これを四捨五

入する。）の範囲内に限り、専任教員以外の者で

あっても、１年につき６単位以上の授業科目を担

当し、かつ、教育課程の編成その他の法科大学院

の組織の運営について責任を担う者を充てるこ

解釈指針８－２－４－２ 

 基準８－２－４に定めるおおむね２割の専任

教員の数に３分の２を乗じて算出される数（小数

点以下の端数があるときは、これを四捨五入す

る。）の範囲内については、専任教員以外の者で

あっても、１年につき６単位以上の授業科目を担

当し、かつ、教育課程の編成その他の法科大学院

の組織の運営について責任を担う者を充てるこ

とができる。 

 実務家みなし専任教員の対象が明確となるよ

う修正した。 
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とができる。 

８－２－５ 

基準８－２－４に定める実務の経験を有し、か

つ、高度の実務の能力を有する専属専任教員の少

なくとも３分の２は、法曹としての実務の経験を

有する者であること。 

８－２－５ 

 基準８－２－４に定める実務の経験を有し、か

つ、高度の実務の能力を有する専任教員の少なく

とも３分の２は、法曹としての実務の経験を有す

る者であること。 

 実務家専任教員は専属専任教員である必要が

あることが明確になるよう修正した。 

８－３ 教員の教育研究環境 同左  

８－３－１ 

法科大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、

適正な範囲内にとどめられていること。 

８－３－１ 

（同左） 

 

解釈指針８－３－１－１ 

各専任教員の授業負担は、他専攻、他研究科及

び学部等（他大学の非常勤を含む。）を通じて、

年間２０単位以下であることが望ましい。なお、

年間３０単位を超える場合には、その理由を問わ

ず、適切な範囲内にあるとはいえない。 

解釈指針８－３－１－１ 

（同左） 

 

８－３－２ 

法科大学院の専任教員には、その教育上、研究

上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相

当の研究専念期間が与えられるよう努めている

こと。 

８－３－２ 

（同左） 

 

８－３－３ 

法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の

職務を補助するため、必要な資質及び能力を有す

る職員が適切に置かれていること。 

８－３－３ 

（同左） 

 

第９章 管理運営等 （同左）  
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９－１ 管理運営の独自性 （同左）  

９－１－１ 

法科大学院における教育活動等を適切に実施

するための独自の運営の仕組みとして、法科大学

院の運営に関する重要事項を審議する会議（以下

「法科大学院の運営に関する会議」という。）及

び専任の長が置かれていること。 

９－１－１ 

（同左） 

 

解釈指針９－１－１－１ 

「法科大学院の運営に関する重要事項」とは、

法科大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修

了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重

要事項をいう。 

解釈指針９－１－１－１ 

（同左） 

 

解釈指針９－１－１－２ 

「法科大学院の運営に関する会議」は、当該法

科大学院の専任教授により構成されていること

が必要である。 

ただし、当該法科大学院の運営に関する会議の

定めるところにより、准教授その他の教職員を加

えることができる。 

解釈指針９－１－１－２ 

（同左） 

 

解釈指針９－１－１－３ 

 法科大学院の適切な運営のために、解釈指針９

－１－１－１の重要事項については、法科大学院

の運営に関する会議における審議の結果及び意

見が尊重されていることが必要である。 

解釈指針９－１－１－３ 

法科大学院の運営の独自性を担保するために、

解釈指針９－１－１－１の重要事項については、

法科大学院の運営に関する会議における審議が

尊重されていることが必要である。 

 学校教育法第 93 条の文言に即して修正した。 

９－１－２ 

法科大学院の管理運営を行うために、法科大学

院の設置形態及び規模等に応じて、適切な事務体

９－１－２ 

（同左） 
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制が整備され、職員が適切に置かれていること。

９－１－３ 

法科大学院における教育活動等を適切に実施

するためにふさわしい財政的基礎を有している

こと。 

９－１－３ 

（同左） 

 

解釈指針９－１－３－１ 

 法科大学院における教育活動等を適切に実施

するために、法科大学院の設置者が、法科大学院

の意見を聴取して、法科大学院の運営に必要な経

費を負担していることが必要である。 

解釈指針９－１－３－１ 

法科大学院における教育活動等を適切に実施

するために、法科大学院の設置者が、法科大学院

の運営に係る財政上の事項について、法科大学院

の意見を聴取する適切な機会を設け、法科大学院

の運営に必要な経費を負担していることが必要

である。 

 自明のこととして「聴取する適切な機会を設

け」の文言を削除した。 

第１０章 施設、設備及び図書館等 （同左）  

１０－１ 施設、設備及び図書館等 （同左）  

１０－１－１ 

 法科大学院には、その規模に応じ、教員による

教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科

大学院の運営に必要な種類、規模、質及び数の教

室、演習室、自習室、図書館、教員室その他の施

設が備えられていること。 

１０－１－１ 

 法科大学院には、その規模に応じ、教員による

教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科

大学院の運営に必要な種類、規模、質及び数の教

室、演習室、実習室、自習室、図書館、教員室そ

の他の施設が備えられていること。 

 「実習室」という名称が聞きなれず、形式的に

「実習室」という施設がなくても、実質的に法科

大学院で行う実習を支障なく行うことができる

施設があればよく、「実習室」の文言を削除した。 

解釈指針１０－１－１－１ 

 「教室」及び「演習室」は、当該法科大学院に

おいて提供されるすべての授業を支障なく、効果

的に実施することができる規模、質及び数が備え

られ、教育方法上の必要に応じて設備及び機器が

整備されていることが必要である。 

解釈指針１０－１－１－１ 

 「教室」、「演習室」及び「実習室」は、当該

法科大学院において提供されるすべての授業を

支障なく、効果的に実施することができる規模、

質及び数が備えられ、授業の効果的な実施に必要

な設備及び機器が整備されていることが必要で

① 基準にあわせて「実習室」の文言を削除した。 

 

② 設備及び機器について、教育方法を念頭にお

いて設置・維持する必要があることを明確にす

るため修正した。 
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ある。 

解釈指針１０－１－１－２ 

 「自習室」については、学生総数に対して、十

分なスペースと利用時間が確保されているとと

もに、学生の学習の効果的な実施に必要な設備及

び機器が整備されていることが必要である。 

 また、「自習室」の配置及び使用方法等におい

て、学生が図書館に備えられた図書資料を有効に

活用して学習することができるよう、十分配慮さ

れていることが必要である。 

解釈指針１０－１－１－２ 

 「自習室」については、学生総数に対して、十

分なスペースと利用時間が確保されているとと

もに、学生の学習の効果的な実施に必要な設備及

び機器が整備されていることが必要である。 

 また、学生が図書館に備えられた図書資料を有

効に活用して学習することを可能とするよう、

「自習室」の配置及び使用方法等において、図書

館との有機的連携が確保されていることが望ま

しい。 

 自習室と図書館でなされるべき「有機的連携」

の意味を明確にするため修正した。 

解釈指針１０－１－１－３ 

 「図書館」には、法科大学院の規模に応じ、教

員による教育及び研究並びに学生の学習に必要

な図書及び資料が適切に備えられ、その適切な管

理及び維持がされているとともに、必要な設備及

び機器が整備されていることが必要である。 

 学生の学習に必要な基本的図書及び資料は、学

生の専用又は優先利用のために備えられるなど、

学生が随時利用することに支障がないようにす

る措置が講じられていることが必要である。 

 法科大学院が管理に参画していない「図書館」

に図書及び資料を備えている場合でも、その収

集、配置、利用方法について、法科大学院の意見

又は要望を受け付ける適切な機会の設けられて

いることが必要である。 

解釈指針１０－１－１－３ 

 「図書館」には、法科大学院の規模に応じ、教

員による教育及び研究並びに学生の学習に必要

な図書及び資料が適切に備えられ、その適切な管

理及び維持がなされているとともに、必要な設備

及び機器が整備されていることが必要である。 

 教育・研究・学習用の図書及び資料が複数の図

書館に分散して配置されることもあるため、法科

大学院が管理に参画していない「図書館」に必要

となる措置を明確にした。 
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解釈指針１０－１－１－４ 

 「図書館」には、その規模に応じ、専門的能力

を備えた職員が適切に置かれていることが必要

である。 

 図書館の職員には、法情報調査に関する基本的

素養を備えていて学生に随時助言することので

きる者が含まれていることが必要である。 

解釈指針１０－１－１－４ 

 「図書館」には、その規模に応じ、専門的能力

を備えた職員が適切に置かれていることが必要

である。 

 図書館の職員は、司書の資格及び法情報調査に

関する基本的素養を備えていることが望ましい。

 法情報調査に関して学生に随時助言すること

ができる職員を配置する必要があるよう、修正し

た。 

 また、司書の資格を有する職員の配置を求める

必要性に乏しいため、削除した。 

解釈指針１０－１－１－５ 

 「教員室」は、少なくとも各常勤専任教員につ

き１室が備えられていることが必要である。非常

勤教員については、教員室として、勤務時間に応

じて、授業等の準備を十分かつ適切に行うことが

できるスペースを確保するよう努めていること

が必要である。また、各教員室には研究及び教育

の効果的な実施に必要な設備及び機器が整備さ

れていることが必要である。 

解釈指針１０－１－１－５ 

（同左） 

 

解釈指針１０－１－１－６ 

 教員が学生と面談するスペースは、面談の目的

や人数に応じて適切なものが利用可能となって

いることが必要である。 

解釈指針１０－１－１－６ 

 教員が学生と面談できる独立したスペースが

確保されていることが必要である。 

 「独立したスペース」が専用の部屋を意味する

のではなく、面談目的に応じて適切なスペースが

利用可能となっていることが重要であることか

ら、修正した。 

解釈指針１０－１－１－７ 

 図書館を除く各施設は、当該法科大学院の専用

であるか、又は、当該法科大学院が管理に参画し、

その教育及び研究その他の業務に支障なく使用

することのできる状況にあることが必要である。

解釈指針１０－１－１－７ 

 図書館を含む各施設は、当該法科大学院の専用

であるか、又は、当該法科大学院が管理に参画し、

その教育及び研究その他の業務に支障なく使用

することができる状況にあることが必要である。

 図書館については、新解釈指針１０－１－１－

３において、法科大学院が管理に参画していない

場合の取扱いを規定していることから、当該解釈

指針では図書館は除外することとした。 

解釈指針１０－１－１－８ 

 施設の維持管理に当たっては、通常利用時及び

緊急時に、学生、教職員、その他の利用者の平穏

（新設）  施設利用の安全確保のための措置に関する解

釈指針を設けた。 
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安全が脅かされない環境が整備されていること

が必要である。 

第１１章 自己点検及び評価等 （同左）  

１１－１ 自己点検及び評価 （同左）  

１１－１－１：重点基準 

法科大学院の教育水準の維持向上を図り、法科

大学院の社会的使命を果たすため、自ら点検及び

評価（以下「自己点検及び評価」という。）を実

施するための適当な体制が整備され、当該法科大

学院の教育の理念及び目標の達成状況その他教

育活動等の状況について、適切な評価項目が設定

され、それに基づいて自己点検及び評価が実施さ

れ、その結果が当該法科大学院の教育活動等の改

善に活用されていること。 

１１－１－１：重点基準 

（同左） 

 

 

解釈指針１１－１－１－１ 

 法科大学院に関する自己点検及び評価を実施

するための適当な体制を、法科大学院を置く大学

において整備する場合には、当該法科大学院の意

見を聴取し、かつ自己点検及び評価の結果が当該

法科大学院の教育活動等の改善に活用されるよ

う、十分に配慮されていることが必要である。 

（新設）  自己点検及び評価を実施するための適当な体

制として、法科大学院独自の体制ではなく全学の

体制とする場合には、当該法科大学院の教育活動

等の改善に活用されるよう配慮する必要がある

ことが明確になるよう新たに解釈指針を設けた。 

解釈指針１１－１－１－２ 

「適切な評価項目」として、次の各号に掲げる

内容を含む評価項目が設定されていることが必

要である。 

解釈指針１１－１－１－１ 

「適切な評価項目」として、次の各号に掲げる

内容を含む評価項目が設定されていることが必

要である。 

 解釈指針番号を繰り下げるとともに、設定する

必要がある評価項目の内容が明確となるよう修

正した。 



‐56‐ 

 

新 旧 改定理由 

（１）教育の理念及び目標、並びに修了者の進路

及び活動状況その他教育の理念及び目標の達

成状況に関すること 

（２）教育内容及び方法に関すること 

（３）成績評価並びに進級及び修了の認定に関す

ること 

（４）入学者に関する受入方針、並びに志願者、

受験者及び入学者の数その他入学者選抜に関

すること 

（５）収容定員及び学生の在籍状況に関すること

（６）学生の学習、生活及び就職の支援に関する

こと 

（７）教員組織及び教育能力に関すること 

（１）教育課程の編成 

（２）成績評価の状況 

（３）入学者選抜の状況 

（４）学生の在籍状況 

（５）専任教員の教育上の指導能力及び配置の状

況 

（６）修了者の進路及び活動状況 

 

解釈指針１１－１－１－３ 

 自己点検及び評価の結果を当該法科大学院の

教育活動等の改善に活用するに当たっては、法科

大学院の運営に関する会議及び各種委員会が連

携協力して改善に取り組んでいることが必要で

ある。 

解釈指針１１－１－１－２ 

（同左） 

 解釈指針番号を繰り下げた。 

解釈指針１１－１－１－４ 

自己点検及び評価の結果について、法律実務に

従事し、法科大学院の教育に関し広くかつ高い識

見を有する者を含む、当該法科大学院を置く大学

の教職員以外の者による検証を行い、その結果を

当該法科大学院の教育活動等の改善に活用する

ことが望ましい。 

１１－１－２ 

自己点検及び評価の結果について、当該法科大

学院を置く大学の教職員以外の者による検証を

行うよう努めていること。 

 

 旧基準１１－１－２では「当該法科大学院を置

く大学の教職員以外の者による検証を行うよう

努めていること」であったが、当該法科大学院を

置く大学の教職員以外の者による検証を行う必

要があることを明らかにするとともに、その結果

を教育活動等の改善に活用することが望まれる

ため、新たに解釈指針１１－１－１－４とした。 
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（解釈指針１１－１－１－４に統合） 解釈指針１１－１－２－１ 

「当該法科大学院を置く大学の教職員以外の

者」には、法律実務に従事し、法科大学院の教育

に関し広くかつ高い識見を有する者が含まれて

いることが必要である。 

 旧基準１１－１－２と解釈指針１１－１－２

－１を統合し、新たに１１－１－１－４とした。 

１１－２ 情報の公表 （同左）  

１１－２－１ 

 法科大学院の教育活動等の状況、並びに自己点

検及び評価の結果その他法科大学院に関する情

報が、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、

インターネットの利用その他広く周知を図るこ

とができる方法によって公表されていること。 

１１－２－１ 

法科大学院の教育活動等に関する重要事項、並

びに法科大学院における教育活動等の状況に関

する自己点検及び評価の結果その他法科大学院

に関する情報が、ウェブサイトへの掲載や印刷物

の刊行等、広く社会に周知を図ることができる方

法によって、積極的に提供されていること。 

 学校教育法施行規則第172条の２の内容を踏ま

え、修正した。 

解釈指針１１－２－１－１ 

法科大学院の教育研究活動等の状況について

は、次の各号に掲げる事項が、毎年度、公表され

ている必要がある。 

（１）設置者に関すること 

（２）教育の理念及び目標に関すること 

（３）教育上の基本組織に関すること 

（４）教員組織、教員の数並びに各教員が有する

学位、教育研究業績及び実務経験に関すること

（５）入学者受入方針、適性試験の利用方法、並

びに志願者、受験者及び入学者の数その他入学

者選抜に関すること 

（６）収容定員、在籍者の数及び進級の状況に関

解釈指針１１－２－１－１ 

法科大学院の教育活動等に関する重要事項の

積極的な提供とは、次の各号に掲げる事項が、毎

年度、公表されていることをいう。 

（１）設置者 

（２）教育の理念及び目標 

（３）教育上の基本組織 

（４）教員組織 

 

（５）収容定員及び在籍者数 

 

 

（６）入学者選抜 

 学校教育法施行規則第172条の２の内容を踏ま

え、公表する必要がある事項が明確になるよう修

正した。 
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すること 

（７）標準修業年限、授業科目、授業の方法及び

内容並びに年間の授業の計画に関すること 

（８）学修の成果に係る評価、並びに進級及び修

了の認定に当たっての基準に関すること 

（９）校地、校舎等の施設及び設備その他の学生

の教育環境に関すること 

（10）授業料、入学料その他の法科大学院を置く

大学が徴収する費用に関すること 

（11）学生の修学、進路選択及び心身の健康等に

係る支援に関すること 

（12）修了者の数並びに司法試験の合格者数及び

合格率その他修了者の進路に関すること 

 

（７）標準修業年限 

（８）教育課程及び教育方法 

（９）成績評価、進級及び課程の修了 

 

 

 

（10）学費及び奨学金等の学生支援制度 

 

 

 

（11）修了者の進路及び活動状況 

 

解釈指針１１－２－１－２ 

 解釈指針１１－２－１－１の各号に掲げる事

項のほか、教育の理念及び目標に基づき学生が修

得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に

公表していることが望ましい。 

（新設）  学校教育法施行規則第172条の２の内容を踏ま

え、解釈指針を新設した。 

解釈指針１１－２－１－３ 

 解釈指針１１－２－１－１（４）にいう各教員

の教育研究業績及び実務経験には、次の各号に掲

げる事項を含むことが必要である。 

（１）研究者教員については、担当授業科目名、

主な職歴、及び最近５年間における主な研究業

績 

（２）実務家教員については、担当授業科目名、

解釈指針１１－２－１－２ 

解釈指針１１－２－１－１（４）には、教員の

最近５年間における教育上又は研究上の業績等、

各教員が、その担当する専門分野について、教育

上の経歴や経験、理論と実務を架橋する高度の法

学専門教育を行うために必要な教育上の指導能

力を有することを示す資料を含む。 

 また、専任教員については、その専門の知識経

 公表する必要がある事項が明確になるよう修

正した。 
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並びに法律実務に関する主な経歴、実績及び著

作 

（３）専任教員については、その専門の知識経験

を生かした学外での主な公的活動及び社会貢

献活動 

験を生かした学外での公的活動や社会貢献活動

を示す資料も公表されていることが望ましい。 

１１－２－２ 

評価の基礎となる情報について、適宜、調査及

び収集を行い、適切な方法で保管されているこ

と。 

１１－２－２ 

（同左） 

 

解釈指針１１－２－２－１ 

 「評価の基礎となる情報」には、基準１１－２

－１に定める法科大学院の教育活動等の状況に

関する文書、自己点検及び評価の結果に関する文

書、並びに筆記試験問題及び答案その他成績評価

の基礎となる資料を含む。 

解釈指針１１－２－２－１ 

「評価の基礎となる情報」には、基準１１－２

－１に定める法科大学院の教育活動等に関する

重要事項に関する文書、並びに自己点検及び評価

の結果に関する文書を含む。 

 「評価の基礎となる情報」が明確になるよう修

正した。 

解釈指針１１－２－２－２ 

「適切な方法で保管されていること」とは、評

価機関の求めに応じて、速やかに提出できる状態

で保管されていることをいう。 

解釈指針１１－２－２－２ 

（同左） 

 

Ⅲ 評価の組織及び方法等 （同左）  

１ 評価の種類 （同左）  

１－１ 

 学校教育法第１０９条第３項に規定する認証

評価を実施するに当たっては、次の２種類の評価

をもって実施する。 

１－１ 

（同左） 
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（１）本評価   

 

 法科大学院の教育活動等の状況について、評価

基準に適合しているかどうかの判断を行う評価 

 

（２）追評価   

 

 本評価において適格認定を受けられなかった

法科大学院を対象として、本評価時に満たしてい

ないとされた基準について満たしているか否か

の判断を行い、先の本評価と併せて、評価基準に

適合しているかどうかの判断を行う評価 

１－２ 

 本評価に先立ち、法科大学院の開設後、初年度

の入学者（３年課程）の修了以前の段階における

教育活動等の状況について実施する評価を予備

評価という。 

１－２ 

（同左） 

 

１－３ 

 法科大学院は、５年以内ごとに本評価を受ける

ものとする。 

 追評価を受けた法科大学院については、次の評

価の時期は、当該追評価の実施年度からではな

く、本評価の実施年度から起算するものとする。

１－３ 

（同左） 

 

２ 評価の組織 （同左）  
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２－１ 

 機構は、次の評価組織により法科大学院の評価

を実施する。 

 

（１）法科大学院認証評価委員会 

 

 法科大学院に関し高く広い知見を有する大学

関係者及び法曹関係者並びに社会、経済、文化そ

の他の分野に関する学識経験を有する者により

構成される法科大学院認証評価委員会（以下「評

価委員会」という。）は、機構が実施する法科大

学院の評価に関し、次の事項を審議し、決定する。

 

 ア 評価基準及び評価方法その他評価に必要

な事項の制定、改定及び変更 

 

 イ 評価結果の確定 

 

（２）評価部会及び運営連絡会議等 

 

 評価委員会の下に評価部会及び運営連絡会議

を置く。 

 評価部会は、評価の対象となる法科大学院につ

いて書面調査及び訪問調査を実施し、評価結果

（原案）を作成する。 

 運営連絡会議は、評価部会等における横断的な

２－１ 

 機構は、次の評価組織により法科大学院の評価

を実施する。 

 

（１）法科大学院認証評価委員会 

 

 法科大学院に関し高く広い知見を有する大学

関係者及び法曹関係者並びに社会、経済、文化そ

の他の分野に関する学識経験を有する者により

構成される法科大学院認証評価委員会（以下「評

価委員会」という。）は、機構が実施する法科大

学院の評価に関し、次の事項を審議し、決定する。

 

 ア 評価基準及び評価方法その他評価に必要

な事項の制定、改定及び変更 

 

 イ 評価報告書等の作成 

 

（２）評価部会及び運営連絡会議等 

 

 評価委員会の下に評価部会及び運営連絡会議

を置く。 

 評価部会は、評価の対象となる法科大学院につ

いて書面調査及び訪問調査を実施し、評価報告書

原案を作成する。 

 運営連絡会議は、評価部会等における横断的な

 「３ 評価の方法等」の「３－６」に合わせ、

表現を修正した。 
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事項の審議、評価結果（原案）の調整、評価基準

及び評価方法等に関する改善案の評価委員会へ

の提案を行う。 

 特定の専門事項を調査する必要が生じた場合

は、これを調査するため、評価委員会の下に専門

部会を置くことができる。 

事項の審議、評価報告書原案の調整、評価基準及

び評価方法等に関する改善案の評価委員会への

提案を行う。 

 特定の専門事項を調査する必要が生じた場合

は、これを調査するため、評価委員会の下に専門

部会を置くことができる。 

２－２ 

 評価委員会、評価部会、運営連絡会議及び専門

部会の委員は、自己の関係する大学に関する事案

については、その議事の議決に加わることができ

ないこととする。 

２－２ 

（同左） 

 

２－３ 

 機構は、機構が実施する評価を、客観的な立場

からの専門的な判断を基礎とした信頼性の高い

ものとするため、評価担当者が共通理解の下で公

正、適切かつ円滑にその職務が遂行できるよう、

評価担当者に対して、評価の目的、内容及び方法

等について十分な研修を実施する。 

２－３ 

（同左） 

 

３ 評価の方法等 （同左）  

３－１ 

 機構は、毎年度、法科大学院を置く大学からの

申請に基づき、評価を実施する。 

 申請の方法等については、別に定める。 

３－１ 

（同左） 

 

３－２ 

 機構は、評価の申請があった場合には、正当な

理由がある場合を除き、遅滞なく、当該法科大学

３－２ 

（同左） 
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院の評価を実施する。 

３－３ 

 評価の手順は次のとおりとする。 

 

（１）各法科大学院の自己評価等を踏まえ、法科

大学院の教育活動等の状況を分析し、各基準

を満たしているかどうかの判断を行う。 

 

（２）（１）の結果を総合的に考慮し、法科大学

院の教育活動等の状況が評価基準に適合し

ているか否かの判断を行う。 

 

（３）基準ごとの分析・判断の結果に基づき、法

曹養成の基本理念及び当該法科大学院の目

的等に照らし、教育活動等の優れた点や改善

を要する点等について明らかにする。 

３－３ 

（同左） 

 

３－４ 

 評価は、書面調査及び訪問調査により実施す

る。 

 書面調査は、別途策定される自己評価実施要項

に基づき、当該法科大学院が作成する自己評価書

の分析等により実施する。 

 訪問調査は、別途策定される訪問調査実施要項

に基づき、評価担当者が当該法科大学院を訪問

３－４ 

（同左） 
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し、書面調査では確認することのできない内容等

を中心に調査を実施する。 

３－５ 

 評価結果を確定する前に、評価結果（案）を当

該法科大学院を置く大学に通知し、その内容等に

対する意見の申立ての機会を設ける。 

 意見の申立てがあった場合は、再度審議を行っ

た上で、評価結果を確定する。 

 意見の申立てのうち、適格と認定されない評価

結果（案）に対する意見の申立ての審議を行うに

当たっては、評価委員会の下にその年度の評価に

加わらない者からなる専門部会を置く。専門部会

は、意見の申立てに理由があるかどうかについて

審査を行い、評価委員会は、その議を踏まえて評

価結果を確定するものとする。 

３－５ 

（同左） 

 

３－６ 

 機構は、評価結果を評価報告書としてまとめ、

当該法科大学院を置く大学へ通知し、文部科学大

臣に報告するとともに、印刷物の刊行及びウェブ

サイトへの掲載等により、広く社会に公表する。

 評価結果の公表の際には、評価の透明性を確保

するため、当該法科大学院を置く大学から提出さ

れた自己評価書（法科大学院の自己評価において

根拠として別添で提出された資料・データ等を除

く。）を機構のウェブサイトに掲載する。 

３－６ 

（同左） 
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４ 教員組織調査 （同左）  

４－１ 

 教員組織調査は、評価基準第８章の基準を満た

しているかどうかの判断を行うため、法科大学院

の専任教員等について、担当する授業科目の内容

に即して、当該授業科目を担当するにふさわしい

教育上の経歴・経験、研究業績、職務上の実績等

を有しているか調査を実施した上で、当該法科大

学院の教員組織に、教育上適切な教員が配置され

ているか確認するものとする。 

４－１ 

（同左） 

 

４－２ 

 教員組織調査を実施するため、評価委員会の下

に専門部会を置く。 

４－２ 

（同左） 

 

４－３ 

 予備評価においては、教員組織調査は実施しな

い。 

４－３ 

（同左） 

 

５ 追評価 （同左）  

５－１ 

 機構は、本評価において適格認定を受けられな

かった法科大学院を対象として、当該法科大学院

を置く大学からの申請に基づき、追評価を実施す

る。 

 当該法科大学院の追評価の申請は、本評価実施

年度の翌々年度まで受け付けるものとする。 

 申請の方法等については、別に定める。 

５－１ 

（同左） 

 



‐66‐ 

 

新 旧 改定理由 

５－２ 

 機構は、本評価時に満たしていないとされた基

準について満たしているか否かの判断を行い、先

の本評価と併せて総合的に考慮し、法科大学院の

教育活動等の状況が評価基準に適合していると

認める場合、法科大学院に適格認定を与える。 

５－２ 

（同左） 

 

５－３ 

 追評価を実施するため、評価委員会の下に専門

部会を置く。 

５－３ 

（同左） 

 

６ 予備評価 （同左）  

６－１ 

 法科大学院の開設後、初年度の入学者（３年課

程）の修了以前の段階における教育活動等の状況

について、法科大学院を置く大学からの申請に基

づき、予備評価を実施する。 

６－１ 

（同左） 

 

６－２ 

 予備評価は、当該法科大学院関係者の評価に対

する理解と習熟を高めるとともに、本評価に先立

って教育活動等の改善に資するために実施する。

 なお、予備評価は、本評価を申請する際の要件

ではない。 

６－２ 

（同左） 

 

６－３ 

 予備評価の内容等は次のとおりとする。 

 

（１）予備評価は、原則として本評価と同様に実

施する。 

６－３ 

（同左） 
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   ただし、初年度の入学者（３年課程）の修

了以前の段階においては評価し得ない部分

について、予備評価においては実施しないも

のとする。 

 

（２）予備評価の評価結果は、当該法科大学院を

置く大学に通知するが、文部科学大臣への報

告、社会への公表を行うものではない。 

 

（３）予備評価は、法科大学院に適格認定を与え

るものではない。 

７ 評価実施後の法科大学院における教育活動

等の質の確保 

（同左）  

７－１ 

（１）機構の評価を受けた法科大学院を置く大学

は、次の評価（他の認証評価機関による評価

を含む。）を受けるまでの間、毎年度、調査

実施年度に適用される評価基準の重点基準

について、別に定める法科大学院年次報告書

（以下「年次報告書」という。）の様式に従

い、その状況を機構に提出するものとする。

 

（２）機構認定法科大学院を置く大学であって、

評価において満たしていないとされた基準

があるものは、次の評価（他の認証評価機関

による評価を含む。）を受けるまでの間、そ

７－１ 

（１）機構の評価を受けた法科大学院を置く大学

は、次の評価（他の認証評価機関による評価

を含む。）を受けるまでの間、毎年度、重点

基準について、別に定める法科大学院年次報

告書（以下「年次報告書」という。）の様式

に従い、その状況を機構に提出するものとす

る。 

 

（２）機構認定法科大学院を置く大学であって、

評価において満たしていないとされた基準

があるものは、次の評価（他の認証評価機関

による評価を含む。）を受けるまでの間、そ

 年次報告書の調査に当たり、適用される評価基

準は、調査実施年度に適用されている評価基準を

対象とすることが明確になるよう修正した。 
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の対応状況について、別に定める法科大学院

対応状況報告書（以下「対応状況報告書」と

いう。）の様式に従い、機構に提出するもの

とする。 

   ただし、対応状況報告書等の調査の結果、

機構が翌年度以降の対応状況報告書等の提

出を要しないと認めた基準については、この

限りでない。 

 

（３）機構は、年次報告書又は対応状況報告書の

提出のない場合には、その旨を公表する。 

の対応状況について、別に定める法科大学院

対応状況報告書（以下「対応状況報告書」と

いう。）の様式に従い、機構に提出するもの

とする。 

   ただし、対応状況報告書等の調査の結果、

機構が翌年度以降の対応状況報告書等の提

出を要しないと認めた基準については、この

限りでない。 

 

（３）機構は、年次報告書又は対応状況報告書の

提出のない場合には、その旨を公表する。 

７－２ 

（１）機構は、年次報告書を調査した結果、教育

課程、教員組織その他法科大学院の教育活動

全般について、重要な変更又は状況の変化が

あると認めた法科大学院については、当該法

科大学院を置く大学の意見を聴いた上で、必

要に応じ、既に公表した評価の結果に変更又

は変化の内容を付記する。 

 

（２）機構は、対応状況報告書等を調査した結果、

評価において満たしていないとされた基準

に係る対応状況について、当該法科大学院を

置く大学の意見を聴いた上で、既に公表した

評価の結果にその対応状況を付記する。 

７－２ 

（１）機構は、年次報告書を調査した結果、教育

課程又は教員組織について、重要な変更があ

ると認めた法科大学院については、当該法科

大学院を置く大学の意見を聴いた上で、必要

に応じ、既に公表した評価の結果に変更内容

を付記する。 

 

 

（２）機構は、対応状況報告書等を調査した結果、

評価において満たしていないとされた基準

に係る対応状況について、当該法科大学院を

置く大学の意見を聴いた上で、既に公表した

評価の結果にその対応状況を付記する。 

 平成 27年３月 31日付け文部科学省高等教育局

長通知「学校教育法第百十条第二項に規定する基

準を適用するに際して必要な細目を定める省令

の一部を改正する省令の施行等について（通知）」

において、評価結果への付記事項の対象として、

法科大学院の教育活動全般を加えることが提言

されていることから、修正した。 
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７－３ 

 機構は、年次報告書を調査した結果、重点基準

を満たさないおそれがあると判断した場合は、そ

の旨を当該法科大学院を置く大学に通知する。 

７－３ 

（同左） 

 

７－４ 

 年次報告書及び対応状況報告書等を調査する

ため、評価委員会の下に専門部会を置く。 

７－４ 

（同左） 

 

８ 情報公開 （同左）  

８－１ 

 機構は、評価基準、評価方法、評価の実施体制

等の学校教育法施行規則第１６９条第１項に規

定する事項を公表するとともに、その他の評価に

関して保有する情報についても、可能な限り、ウ

ェブサイトへの掲載等適切な方法により提供す

る。 

８－１ 

（同左） 

 

８－２ 

 機構に対し、評価に関する法人文書の開示請求

があった場合は、「独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律」（以下「独立行政法人等

情報公開法」という。）に基づき、原則として開

示する。 

 ただし、法科大学院を置く大学から提出され、

機構が保有することとなった法人文書（Ⅲ ３－

６により公表済みのものを除く。）の開示に当た

っては、独立行政法人等情報公開法に基づき当該

法科大学院を置く大学と協議するものとする。 

８－２ 

（同左） 
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９ 評価基準の改定等 （同左）  

９－１ 

 機構は、法科大学院関係者、法曹関係者及び評

価担当者等の意見を踏まえ、適宜、評価基準等の

改善を図り、開放的で進化する評価システムの構

築に努める。 

 評価基準の改定及び評価方法その他評価に必

要な事項の変更は、事前に法科大学院関係者及び

法曹関係者等へ意見照会を行うなど、その過程の

公正性及び透明性を確保しつつ、評価委員会で審

議し決定する。 

 なお、評価基準等が改定される場合には、相当

の周知期間を置き、法科大学院の理解や自己評価

の便宜等に配慮するものとする。 

９－１ 

（同左） 

 

１０ 評価手数料 （同左）  

１０－１ 

 評価を実施するに当たっては、別に定めるとこ

ろにより、評価手数料を設定し、徴収する。 

１０－１ 

（同左） 

 

※平成２８年度実施の法科大学院認証評価及び年次報告書等の調査より適用。 


